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問
題
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欧
州
特
許
庁
の
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用

ア
メ
リ
カ
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1
立
法
の
変
遷

2

規
定

3

裁
判
例

第
四
章
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
に
関
す
る
問
題
点

一
問
題
の
所
在

二
「
公
知
」
（
旧
一
号
）

1

外
国
の
サ
ー
バ
ー
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
発
明
が
公
開
さ
れ
た
場
合
、
日
本
国
内
で
公
然
知
ら
れ
た
と
い
え
る
か

2

「
公
知
」
の
場
合
の
新
規
性
喪
失
時
点

三
「
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
」
（
旧
三
号
）

1

何
が
「
刊
行
物
」
に
あ
た
る
か

2

ど
の
よ
う
な
行
為
が
「
頒
布
」
に
あ
た
る
か

3

三
極
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
ア
メ
リ
カ
特
許
商
標
庁
の
運
用
ー
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
関
す
る
方
針
」

I

4
わ
が
国
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
報
に
お
け
る
問
題
点

第
五
章
改
正
法
の
解
釈
・
運
用
と
問
題
点

一
平
成
―
一
年
改
正

二
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
情
報
の
先
行
技
術
と
し
て
の
取
り
扱
い
運
用
指
針

三
欧
州
の
立
法
（
世
界
公
知
）
と
の
比
較

四
残
さ
れ
た
問
題

終

章

結

語

3
 

1
0
0
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特許法上の新規性喪失事由の機能とその現代的課題（潮海）

従
来
、

問
題
の
所
在

わ
が
国
特
許
法
二
九
条
一
項
は
、
外
国
に
お
い
て
生
じ
た
事
由
は
立
証
が
困
難
で
あ
る
等
の
理
由
で
、
新
規
性
喪
失
事
由
の
う

ち
、
公
知
（
旧
一
号
）
、
公
用
（
旧
二
号
）
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
内
に
お
い
て
生
じ
た
事
由
に
限
定
し
て
い
た
。
ま
た
、
「
頒
布
さ
れ
た

刊
行
物
」
（
旧
三
号
）
は
外
国
に
お
い
て
生
じ
た
事
由
を
も
含
む
が
、
新
規
性
喪
失
事
由
と
な
る
情
報
の
開
示
方
法
が
文
言
上
制
約
さ
れ
て

い
る
た
め
、
複
写
物
が
存
在
し
な
い
場
合
に
刊
行
物
に
あ
た
る
と
解
釈
す
る
こ
と
に
限
界
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
従
来
の
規
定
で
は
、

た
と
え
ば
、
外
国
に
お
い
て
著
名
な
発
明
も
、
電
子
情
報
で
あ
る
と
い
う
理
由
や
、

規
性
が
失
わ
れ
ず
、
日
本
国
内
で
第
三
者
が
特
許
を
取
得
す
る
事
態
が
生
じ
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
特
許
法
が
新
規
性
喪
失

事
由
を
定
め
た
趣
旨
は
、
既
に
公
開
さ
れ
た
発
明
に
新
た
に
特
許
権
を
付
与
し
て
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
て
も
産
業
の
発
達
に
資
す
る

こ
と
が
な
く
、

な
い
。

か
え
っ
て
技
術
の
発
展
を
阻
害
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
理
論
的
に
は
特
許
法
上
の
新
規
性
喪
失
事
由
を
日

本
国
内
に
生
じ
た
事
由
に
限
定
す
る
合
理
的
理
由
は
な
い
。
し
か
も
、

国
内
の
情
報
も
ア
ク
セ
ス
の
容
易
性
に
お
い
て
差
が
縮
小
し
、

う
な
現
状
を
ふ
ま
え
て
、

い
て
は
外
国
に
お
い
て
生
じ
た
事
由
を
含
め
、

部
分
も
存
す
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

第
一
章

1
0
 

の
新
規
性
喪
失
事
由
に
関
す
る
立
法
趣
旨
、
従
来
の

日
本
国
内
で
公
知
、

公
用
で
な
い
と
い
う
理
由
で
新

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
発
達
し
た
今
日
で
は
、
外
国
の
情
報
も
日
本

ま
た
デ
ジ
タ
ル
情
報
と
ハ
ー
ド
コ
ピ
ー
の
上
の
情
報
で
区
別
す
る
理
由
も

ま
た
、
今
後
、
欧
州
特
許
庁
、
米
国
特
許
庁
に
お
い
て
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
発
明
が
公
開
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ

わ
が
国
で
は
、
平
成
―
一
年
に
、
特
許
法
二
九
条
一
項
の
新
規
性
喪
失
事
由
の
う
ち
、
旧
一
号
、
旧
二
号
に
つ

か
つ
旧
三
号
に
つ
い
て
電
子
情
報
を
も
含
む
旨
の
改
正
を
行
っ
た

も
っ
と
も
、
こ
の
平
成
―
一
年
改
正
以
前
の
旧
法
の
解
釈
自
体
に
争
い
が
存
在
し
た
こ
と
も
あ
り
、
法
改
正
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
な
い

ま
ず
、

わ
が
国
特
許
法
（
二
九
条
一
項
）

（
第
五
章
一
参
照
）
。
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章）。
ー

裁
判
例
の
変
遷
・
射
程
、
学
説
を
整
理
す
る
（
第
二
章
）
。
次
に
、

し
た
時
代
を
経
験
し
た
欧
州
諸
国
の
立
法
の
沿
革
と
欧
州
特
許
商
標
庁
の
実
務
を
概
観
す
る
。
同
時
に
、

を
有
す
る
ア
メ
リ
カ
特
許
法
下
の
裁
判
例
を
検
討
す
る
（
第
三
章
）
。
ま
た
、
こ
の
平
成
―
一
年
改
正
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
よ
う
に
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
を
先
行
技
術
と
し
て
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
か
が
今
後
国
際
的
に
も
問
題
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
、
外
国
の
サ
ー
バ
ー
上
に
あ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
に
つ
い
て
も
、
わ
が
国
特
許
法
に
お
け
る
従
来
の
解
釈
が
ど
の
程
度
可

能
で
あ
る
の
か
、
解
釈
論
上
の
問
題
を
検
討
す
る
（
第
四
章
）
。
さ
ら
に
、

の
よ
う
に
解
す
る
か
な
ど
、
残
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
（
第
五
章
）
。
最
後
に
、
本
稿
で
得
ら
れ
た
若
干
の
示
唆
を
ま
と
め
る
（
終

公
知
と
公
用
の
解
釈

第
二
章

の
よ
う
に
異
な
る
か
、

ま
た
、

わ
が
国
の
旧
法
と
同
じ
規
定
を
有
し
て
い
た
時
代
と
異
な
る
規
定
を
有

わ
が
国
の
旧
法
と
同
様
の
規
定

わ
が
国
の
平
成
―
一
年
の
特
許
法
改
正
は
、
従
来
の
規
定
と
ど

一
九
七
八
年
頃
か
ら
世
界
公
知
を
採
用
し
た
欧
州
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、

わ
が
国
の
解
釈
論

公
知
（
二
九
条
一
項
一
号
）

さ
ら
に
経
過
規
定
を
ど

(
2
)
 

「
公
知
」
と
い
え
る
た
め
に
は
、
当
該
技
術
が
知
ら
れ
う
る
状
態
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
す
る
考
え
方
、
ま
た
は
、
立
証
の
困
難
を
考
え
て
、

あ
る
程
度
知
ら
れ
う
る
状
態
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
当
該
技
術
が
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
第
三

1
0
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特許法上の新規性喪失事由の機能とその現代的課題（潮海）

あ
り
、 公

用
と
は
特
許
出
願
前
に
公
然
実
施
さ
れ
た
場
合
を
さ
す
。
も
っ
と
も
、
公
然
実
施
さ
れ
て
い
れ
ば
公
に
知
ら
れ
う
る
こ
と
が
通
常
で

具
体
的
事
例
を
み
て
も
公
知
と
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

明
治
四
二
年
法
以
前
の
わ
が
国
特
許
法
は
世
界
公
知
主
義
を
採
用
し
て
い
た
。

す
る
と
、
外
国
企
業
が
外
国
に
お
い
て
公
知
の
発
明
に
つ
い
て
わ
が
国
で
特
許
権
を
取
得
し
、
わ
が
国
の
産
業
を
圧
迫
す
る
か
ら
と
考
え

ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
四
二
年
法
（
法
律
二
三
号
）
も
大
正
一

0
年
法
（
法
律
九
六
号
）
に
お
い
て
も
、

と
も
日
本
国
内
に
限
定
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
世
界
公
知
の
審
査
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
特
許
法
の
目
的
は
日
本
国
内
の
工
業
上
の
発
明

の
奨
励
に
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
昭
和
三
四
年
改
正
に
お
い
て
、
三
号
の
刊
行
物
に
つ
い
て
の
み
外
国
を
含
ん
だ
趣
旨
は
、
当
時
の

ア
メ
リ
カ
・
ド
イ
ツ
の
制
度
に
あ
わ
せ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

失
事
由
と
し
て
外
国
に
お
い
て
生
じ
た
事
由
を
も
含
め
る
方
が
適
切
で
あ
り
、
ま
た
外
国
文
献
か
ら
の
盗
用
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
か

ー 2
 

わ
れ
る
。

し
か
し
、

者
が
立
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
、
法
文
が
一
号
と
三
号
を
書
き
分
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
技
術
が
現
に
知
ら
れ
て

(
4
)
 

い
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
立
場
に
た
つ
に
せ
よ
、
「
公
知
」
の
場
合
の
新
規
性
喪
失
時
点
を
立
証
す
る
こ
と
は
困
難
な
場
合
が
多
い
よ
う
に
思

公
用
（
二
九
条
一
項
二
号
）

「
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
記
載
」
（
二
九
条
一
項
三
号
）

立

法

趣

旨

の
解
釈

ま
た
、

そ
の
理
由
は
、
新
規
性
喪
失
事
由
を
国
内
公
知
に
限
定

一
号
、
二
号
、
三
号

わ
が
国
の
技
術
水
準
を
高
め
国
内
産
業
を
保
護
す
る
に
は
新
規
性
喪

1
0三
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手
が
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

2

学

説

(
8
)
 

ら
で
あ
る
。
他
方
、
公
知
（
一
号
）

と
公
用
（
二
号
）

(
9
)
 

を
日
本
国
内
の
事
由
に
と
ど
め
た
の
は
、
立
証
が
困
難
で
あ
り
、

ま
た
、
公
知
・

公
用
の
事
実
を
後
日
に
な
っ
て
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
か
え
っ
て
弊
害
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
外
国
の
刊
行
物
を
新
規

性
喪
失
事
由
に
加
え
る
こ
と
に
反
対
す
る
意
見
も
あ
り
、
特
許
権
成
立
後
に
無
効
と
さ
れ
権
利
が
不
安
定
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、

(10) 

審
査
官
・
審
判
官
の
負
担
の
増
大
、
な
ど
の
理
由
が
存
在
し
た
。

平
成
―
一
年
改
正
に
お
い
て
一
号
、
二
号
に
外
国
に
お
い
て
生
じ
た
事
由
を
も
含
め
た
の
は
、
交
通
手
段
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
発

達
に
よ
り
外
国
に
お
け
る
公
知
・
公
用
の
事
実
の
調
査
が
容
易
と
な
り
、

特
許
権
が
付
与
さ
れ
利
用
で
き
な
く
な
る
と
、

か
つ
外
国
で
自
由
に
使
え
る
技
術
が
日
本
国
内
に
お
い
て
の
み

わ
が
国
の
技
術
開
発
が
遅
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
―
一
年
改
正

に
お
い
て
、
三
号
後
段
に
電
子
媒
体
を
含
め
た
の
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、

(11) 

る
発
明
の
公
開
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
。

刊
行
物
は
、
複
写
機
に
よ
る
複
写
物
は
も
ち
ろ
ん
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
の
み
開
示
さ
れ

刊
行
物
は
「
公
衆
に
対
し
、
頒
布
に
よ
り
公
開
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
複
製
さ
れ
た
文
書
・
図
画
等
の
情
報
伝
達
媒
体
」
と
定
義
さ

(12) 

れ
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
考
え
方
が
あ
る
。

そ
の
他
ど
の
よ
う
な
複
製
手
段
に
よ
っ
た
も
の
を
も
含
む
。
注
文
分
だ
け
を
複
製

す
る
方
式
は
、
通
常
の
書
籍
や
雑
誌
の
よ
う
な
見
込
み
生
産
に
よ
る
印
刷
の
場
合
よ
り
も
経
済
的
で
あ
り
、
迅
速
か
つ
手
軽
に
作
成
・
入

(13) 

一
時
的
に
複
製
す
る
数
が
少
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
複
写
物
を
印
刷
物
と
区
別
す
べ
き
で
な
い
。
こ

れ
に
対
し
て
、
別
の
考
え
方
は
、
刊
行
物
は
改
変
困
難
な
形
で
公
衆
に
頒
布
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
し
て
発
行
さ
れ
た
情
報
伝
達
媒
体
で
あ

(14) 

れ
ば
足
り
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、

一
号
の
公
知
と
の
比
較
か
ら
、
三
号
の
刊
行
物
に
は
、
内
容
が
改
変
さ
れ
に
く
く
、
伝
達
情
報
を
明
確

(15) 

に
認
識
し
え
、
他
と
の
対
比
が
容
易
で
あ
り
、
情
報
内
容
が
容
易
に
社
会
に
浸
透
し
う
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

1
0四
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特許法上の新規性喪失事由の機能とその現代的課題（潮海）

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
す
ら
配
布
さ
れ
ず
複
製
物
が
全
く
な
い
場
合
は
、
判
例
の
立
場
は
白
紙
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

(20) 

こ
の
立
場
だ
と
、
刊
行
物
で
あ
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
発
行
日
が
新
規
性
喪
失
の
日
時
に
あ
た
る
。
他
方
で
、

公
衆
に
配
布
す
る
こ
と
を
目
的
と
せ
ず
、
特
許
庁
内
の
手
続
の
た
め
に
作
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
た
め
「
頒
布
さ
れ
た
」

(21) 

い
こ
と
と
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
複
写
が
認
め
ら
れ
て
お
り
特
許
明
細
書
原
本
自
体
の
複
写
を
認
め
て
い
な
い
点
を
と
ら
え
て
、
原
本

が
複
製
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
も
、
原
本
が
公
開
さ
れ
か
つ
複
写
可
能
な
態
勢
を
も
っ
て

(22) 

た
も
の
と
し
て
踏
み
込
ん
で
理
解
す
る
立
場
も
あ
る
。
こ
の
立
場
に
た
つ
と
、
刊
行
物
頒
布
の
日
は
外
国
特
許
庁
が
当
該
特
許
明
細
書
を

とヽ 印
刷
の
一
種
）

た
め
、

許
庁
内
部
に
の
み
配
布
さ
れ
て
い
た
事
案
に
お
い
て
ほ
ぽ
同
じ
一
般
論
を
述
べ
、

(18) 

た
る
と
判
不
し
た
。
こ
の
事
案
に
関
し
て
、

例
で
あ
る
た
め
、

こ
の
判
示
は
傍
論
で
あ
る
。

"＂1
 

3

半

例

1
0
五

「
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
」
に
あ
た
る
と
判
示
し

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
自
体
が
特
許
明
細
書
原
本
を
縮
小
し
て
複
製
し
た
も
の
で
あ
る

(19) 

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
自
体
を
「
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
」
と
理
解
す
る
立
場
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
た
っ

ょ

~
A

こ
く

と

i
し

し

|

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
は

（
写
真

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
「
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
」
に
あ

さ
ら
に
、
最
判
昭
和
六
一
年
七
月
一
七
日
民
集
四

0
巻
五
号
九
六
一
頁
〔
第
二
次
箱
尺
事
件
上
告
審
〕

ょ、
,' 

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
特

平
成
―
一
年
改
正
前
の
昭
和
三
四
年
法
で
は
旧
三
号
の
刊
行
物
の
み
が
外
国
に
お
け
る
事
由
を
含
ん
で
い
た
た
め
、
外
国
に
お
い
て
生

(16) 

じ
た
事
由
が
旧
三
号
の
「
刊
行
物
」
に
あ
た
る
か
が
判
例
上
問
題
と
な
っ
た
。
当
初
か
ら
、
外
国
特
許
庁
に
提
出
さ
れ
た
特
許
明
細
書
と

い
う
原
本
そ
の
も
の
は
「
刊
行
物
」
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
最
判
昭
和
五
五
年
七
月
四
日
民
集
三
四
巻
四
号
五
七

0
頁
〔
一
眼
レ
フ
カ
メ
ラ
事
件
〕
は
、
「
原
本
自
体
が
公
開
さ
れ
て
公
衆
の
自
由
な
閲
覧
に
供
さ
れ
、

要
求
に
応
じ
て
遅
滞
な
く
交
付
さ
れ
る
態
勢
が
整
っ
て
い
れ
」
ば
足
り
る
と
し
た
。

か
つ
、

そ
の
複
写
物
が
公
衆
か
ら
の

も
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
に
あ
た
る
と
し
た
。
但
し
、
本
件
引
用
例
は
特
許
明
細
書
の
複
製
物
で
あ
っ
て
コ
ピ
ー
が
現
実
に
交
付
さ
れ
た
事

つ
ま
り
見
込
み
生
産
で
は
な
く
注
文
生
産
で
あ
っ
て

19-3•4-331 (香法 2000)



イ
ギ
リ
ス
法

(27) 

イ
ギ
リ
ス
特
許
法
は
伝
統
的
に
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
産
業
の
奨
励
を
強
調
し
、
新
規
性
喪
失
事
由
を
イ
ギ
リ
ス
国
内
に
限
定
し
て
い
た
。

た
と
え
ば
、

条
一
項
に
述
べ
る
文
書
を
除
く
）
に
お
い
て
連
合
王
国
内
で
刊
行
さ
れ
た
か
を
確
認
す
る
た
め
局
長
が
命
ず
る
よ
う
に
、
審
査
官
は
さ
ら

ー

一
九
四
九
年
法
七
条
二
項
は
、
「
審
査
官
は
、
当
該
発
明
が
、
…
…
出
願
人
の
特
許
明
細
書
提
出
日
前
に
、
他
の
文
書
（
五
十

の
欧
州
各
国
に
お
け
る
法
改
正
の
趣
旨
か
ら
み
て
み
よ
う
。

昭
和
三
四
年
に
わ
が
国
特
許
法
が
改
正
さ
れ
た
当
時
、
イ
ギ
リ
ス
法
、
ア
メ
リ
カ
法
、
ド
イ
ツ
法
と
も
刊
行
物
以
外
に
つ
い
て
は
国
内

(24) 

公
知
・
公
用
を
採
用
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ギ
リ
ス
法
も
ド
イ
ツ
法
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
発
達
す
る
一
九
九
五
年
頃
よ
り
以
前
の

一
九
七

0
年
代
に
、
既
に
世
界
公
知
に
移
行
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
欧
州
特
許
条
約

(the
E
u
r
o
p
e
a
n
 P
a
t
e
n
t
 C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 of 1
9
7
3
 

(25)

（

26) 

(
E
P
C
)
)
、
特
許
協
力
条
約

(the
P
a
t
e
n
t
 C
o
-
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 T
r
e
a
t
y
 o
f
 1
9
7
0
 
(
P
C
T
)
)
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
当
時

欧

く
て
も
、

州
第
l-

＿章

比

較

法

(23) 

公
開
し
た
日
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
特
許
庁
の
慣
行
に
合
致
す
る
。
こ
の
後
者
の
読
み
方
を
お
し
す
す
め
る
と
、
現
実
の
複
製
物
が
は
る

か
後
に
生
成
さ
れ
て
い
て
も
、

ま
た
、
現
実
の
複
製
物
が
生
成
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、

さ
ら
に
は
特
許
庁
内
に
原
本
（
明
細
書
）
し
か
な

そ
の
複
製
物
が
公
開
さ
れ
て
公
衆
か
ら
の
要
求
に
応
じ
て
遅
滞
な
く
交
付
さ
れ
る
態
勢
が
あ
れ
ば
足
り
る
こ
と
に
な
る
。

1
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特許法上の新規性喪失事由の機能とその現代的課題（潮海）

準
は
、
書
面
ま
た
は
口
頭
の
表
現
、
実
施
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

発
明
の
優
先
日
以
前
に
、
公
衆
に
利
用
可
能
と
な
っ
た
全
て
の
も
の
を
含
む
と
解
さ
れ
る
。
」
と
規
定
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
文
言
ど
お

り
に
解
釈
す
る
と
曖
昧
な
外
国
の
出
所
か
ら
新
規
性
喪
失
事
由
が
無
節
操
に
作
り
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

由
は
少
な
く
と
も
イ
ギ
リ
ス
産
業
に
お
け
る
人
々
を
含
む
公
衆
に
と
っ
て
利
用
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、

(29) 

な
ど
の
解
釈
・
運
用
が
な
さ
れ
た
。

が
調
べ
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
は
無
視
さ
れ
る
、

ま
た
、
特
許
法
の
当
初
の
目
的
は
発
明
の
国
内
製
造
業
へ
の
導
入
で
あ
っ
た
た
め
、
秘
密
に
実
施
さ
れ
て
い
た
場
合
で
も
、

(30) 

件
で
新
規
性
喪
失
事
由
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
行
の
一
九
七
七
年
法
で
は
、
単
に
実
施
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
実
施
が
刊
行
と

同
等
に
評
価
さ
れ
る
場
合
に
の
み
新
規
性
喪
失
事
由
と
な
り
、
実
施
が
刊
行
物
と
区
別
さ
れ
た
独
立
の
新
規
性
喪
失
事
由
と
し
て
の
意
義

(31) 

を
失
っ
た
。

つ
ま
り
、
当
業
者
が
先
行
技
術
を
観
察
ま
た
は
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
発
明
を
発
見
な
い
し
実
施
で
き
る
か
が
基
準
と

な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
秘
密
に
実
施
し
て
い
た
場
合
に
は
、
特
許
を
取
得
さ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
た
。

の
一
九
七
七
年
法
の
新
規
性
概
念
は
、
発
明
の
実
施
を
奨
励
す
る
機
能
で
は
な
く
、
発
明
を
公
開
さ
せ
発
明
の
情
報
源
を
拡
大
す
る
機
能

(32) 

を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
発
明
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
通
常
文
書
で
証
明
さ
れ
た
が
、
実
施
の
場
合
は
実
施
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
行
法
は
そ
の
形
態
に
か
か
わ
ら
ず
公
衆
に
利
用
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
新
規
性
を
喪
失
す
る
こ
と
を
認
め
て

(33) 

い
る
。

条
約
と
一
致
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

1
0
七

一
定
の
要

に
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
「
公
然
知
ら
れ
て
い
た
」
こ
と
は
新
規
性
喪
失
事
由

一
九
七
八
年
の
欧
州
特
許
条
約
と
特
許
協
力
条
約
の
成
立
に
よ
り
、
条
約
加
盟
国
は
各
国
国
内
法
を

(28) 

一
九
七
七
年
に
改
正
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
特
許
法
二
項
二
号
は
、
「
発
明
の
場
合
の
技
術
水

そ
こ
で
、
新
規
性
喪
失
事

イ
ギ
リ
ス
の
当
業
者

か
く
し
て
、
現
行
の
イ
ギ
リ
ス

（
連
合
王
国
ま
た
は
そ
れ
以
外
の
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
）
当
該

19-3•4-333 (香法 2000)



さ
れ
現
代
の
通
信
手
段
に
よ
り
専
門
家
に
知
ら
れ
う
る
状
態
に
な
っ
た
技
術
思
想
に
排
他
的
独
占
権
を
付
与
し
て
も
、
も
は
や
技
術
を
豊

(34) 

富
に
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
考
慮
に
基
づ
い
て
い
る
。

(35)

（

36) 

一
九
三
六
年
法
、
一
九
六
八
年
法
の
二
条
第
一
文
は
、
「
発
明
が
、
出
願
日
に
、
最
近
百
年
間
の
う
ち
に
公
に
さ
れ
た
刊
行
物

(in

off entlichen D
r
u
c
k
s
c
h
r
i
f
t
e
n
)
に
お
い
て
既
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
国
内
に
お
い
て
公
然
と
実
施
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ

同
様
に
、
刊
行
物
に
は
、

て
、
そ
の
た
め
他
の
専
門
家
に
よ
る
実
施
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
当
該
発
明
は
新
規
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
な
い
。
」
と

(37)

（

38) 

規
定
し
て
い
た
。
外
国
の
刊
行
物
も
国
内
の
刊
行
物
と
同
視
さ
れ
、
新
規
性
喪
失
事
由
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
わ
が
国
の
裁
判
例
と

(39) 

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
等
も
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
判
例
上
、

複
製
に
よ
り
製
作
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
文
書
（
特
に
特
許
明
細
書
）
も
、
要
求
に
応
じ
て
い
つ
で
も
公
衆
へ
複
製
・
頒
布
し
う
る
状
態
で

(40) 

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
技
術
的
な
製
作
方
法
と
は
無
関
係
に
、
「
刊
行
物
」
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
刊
行
物
が
公
に
さ
れ
て
い
る
か
に

(41) 

つ
い
て
は
、
実
際
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
証
明
で
は
な
く
、
不
特
定
人
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
あ
る
か
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の

(42) 

場
合
、
新
規
性
を
喪
失
す
る
日
時
は
、
閲
覧
に
供
し
た
時
点
と
解
さ
れ
て
い
る
。

(43) 

公
然
の
実
施
を
国
内
に
限
定
し
た
の
は
、
外
国
の
事
由
を
知
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
特
に
そ
の
立
証
が
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

表
さ
れ
、

ま
た
、
外
国
に
お
け
る
実
施
行
為
が
国
内
で
知
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
内
で
の
実
施
行
為
自
体
に
よ
り
発
明
思
想
が

(44) 

公
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
公
然
の
実
施

(Offe
n
k
u
n
d
i
g
e
 V
 or
b
e
n
u
t
z
u
n
g
)
と
は
、
実
施
行
為
に
よ
り
、
発
明
の
本
質
が
公

(45) 

か
つ
秘
密
保
持
義
務
を
有
し
な
い
第
三
者
が
知
識
を
獲
得
で
き
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
さ
す
。
公
然
の
概
念
も
現
行
ド
イ
ツ
法

(1) 
一
九
七
八
年
の
欧
州
特
許
条
約
と
特
許
協
力
条
約
の
成
立
に
よ
り
、

的
新
規
性
を
採
用
し
た
。
こ
れ
は
、
技
術
を
豊
富
に
す
る
発
明
に
の
み
特
許
権
と
い
う
報
酬
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
す
で
に
公
表

2

ド

イ

ツ

法

ド
イ
ツ
特
許
法
も
一
九
七
八
年
一
月
一
日
の
改
正
に
お
い
て
絶
対

タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
コ
ピ
ー
、
写
真
、
映
画
、

1
0八
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特許法上の新規性喪失事由の機能とその現代的課題（潮海）

す
る
利
用
可
能
性
と
い
う
基
準
を
採
用
し
て
い
る
。

3

欧
州
特
許
庁
の
運
用

願
日
以
前
に
、
文
書
ま
た
は
口
頭
の
表
現
、
実
施
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
衆
に
利
用
可
能
と
な
っ
た
、
全
て
の
知
識

(Alle

K
e
n
n
t
n
i
s
s
e
)
を
含
む
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
改
正
に
よ
り
特
許
法
上
の
技
術
水
準
は
、
時
間
・
空
間
・
表
現
媒
体
の
限
定
が
な
く

(49) 

な
り
、
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
。
す
な
わ
ち
、
刊
行
物

(Druckschrift)
に
お
い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
と
い
う
限
定
や
百
年
以
内
に
刊
行
さ

(50) 

れ
て
い
る
と
い
う
限
定
を
放
棄
し
、
外
国
に
お
け
る
実
施
行
為
も
考
慮
し
て
い
る
。
ま
た
、
利
用
可
能
と
い
え
る
た
め
に
は
、
第
三
者
で

あ
る
専
門
家
が
当
該
発
明
の
本
質
を
認
識
し
当
該
技
術
思
想
を
実
施
で
き
る
よ
う
に
、
新
規
性
喪
失
事
由
に
関
す
る
知
識
を
獲
得
で
き
る

客
観
的
可
能
性
が
必
要
で
あ
り
、
実
際
に
知
識
を
獲
得
し
た
こ
と
は
不
要
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
欧
州
各
国
が
世
界
公
知
に
移
行
し
た
大
き
な
要
因
は
、
欧
州
特
許
条
約
(
E
P
C
)
、
特
許
協
力
条
約
(
P
C
T
)
の
成
立
で
あ

(52) 

る
。
特
に
欧
州
特
許
条
約
は
、
原
則
と
し
て
、
出
願
か
ら
特
許
付
与
ま
で
を
規
律
し
て
い
る
。
両
者
と
も
、
以
下
の
よ
う
に
、
公
衆
に
対

(2) 
に
お
け
る
「
公
衆
に
利
用
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
概
念
と
ほ
ぽ
同
義
で
あ
り
、
他
の
専
門
家
が
実
施
か
ら
実
際
に
知
識
を
得
る
こ
と
ま
で

(46) 

必
要
で
は
な
く
、
実
施
の
対
象
か
ら
知
識
を
獲
得
で
き
る
可
能
性
で
足
り
る
。

保
持
義
務
が
な
い
場
合
に
新
規
性
を
喪
失
す
る
の
は
、
権
利
者
が
発
明
の
知
識
を
明
か
す
こ
と
に
よ
り
、
不
特
定
の
第
三
者
が
当
該
知
識

を
獲
得
す
る
機
会
を
広
げ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
公
に
さ
れ
た
刊
行
物
と
国
内
に
お
け
る
実
施
の
解
釈
は
、
判
例
に
よ
り
、
当
該
発
明
の
技
術
思
想
に
関
す
る
情

報
を
拡
大
し
公
衆
に
利
用
可
能
で
あ
る
、

れ
る
。
も
っ
と
も
、

1
0
九

ま
た
、
発
明
の
実
施
が
な
さ
れ
た
直
接
の
相
手
方
に
秘
密

と
い
う
点
に
ま
で
緩
め
ら
れ
て
お
り
、
両
者
に
実
質
上
の
差
異
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら

(48) 

B
G
H
 G
R
U
R
 19
9
3
,
4
6
6
,
4
6
8ー

R
e
p
r
i
n
tー

V
e
r
s
e
n
d
u
n
g
は
、
刊
行
物
℃
J

国
内
に
お
け
る
実
施
を
区
別
し
て
い
る
。

一
九
七
八
年
に
改
正
さ
れ
た
特
許
法
三
条
一
項
は
、
「
発
明
が
技
術
水
準
に
属
さ
な
い
場
合
は
、
新
規
で
あ
る
。
技
術
水
準
は
、
出

19-3•4-335 (香法 2000)



欧
州
特
許
条
約
(
E
P
C
)
五
四
条
一
項
は
、
あ
る
発
明
が
技
術
水
準

(the
state o
f
 t
h
e
 art)
に
属
さ
な
い
場
合
は
新
規
性
を
有
す
る
旨

規
定
す
る
。
そ
し
て
、
五
四
条
二
項
は
、
「
技
術
水
準
は
書
面
ま
た
は
口
頭
に
よ
る
発
明
の
説
明
、
実
施
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公

衆
に
利
用
可
能
と
な
っ
た

(
m
a
d
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
 t
o
 the public)
す
べ
て
の
も
の
を
含
む
」
、

の
開
示
形
態
が
口
頭
で
も
よ
く
、

ま
た
、
そ
の
地
域
は
世
界
中
の
情
報
を
含
み
（
世
界
公
知
）
、
公
知
の
対
象
者
は
当
業
者
だ
け
で
な
く
一

(53) 

般
公
衆
で
も
よ
く
、
時
間
的
な
制
限
も
な
い
。
こ
れ
は
、
欧
州
特
許
は
、
適
法
に
付
与
さ
れ
た
後
は
い
か
な
る
締
約
国
に
お
い
て
も
効
力

を
否
定
さ
れ
な
い
強
い
特
許
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
欧
州
特
許
条
約
上
の
新
規
性
概
念
に
限
定
を
付
さ
な
か
っ
た
の
で

(54)

（

55) 

あ
る
（
絶
対
的
新
規
性
）
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
た
技
術
も
規
定
上
は
新
規
性
喪
失
事
由
と
な
る
。

も
っ
と
も
、

い
か
な
る
要
件
で
、
あ
る
情
報
が
公
衆
に
利
用
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
欧
州
特

(56) 

許
庁
に
お
け
る
審
査
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(Guidelines
f
o
r
 e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 in t
h
e
 E
u
r
o
p
e
a
n
 P
a
t
e
n
t
 Office)
は
、
実
質
的
審

査
の
た
め
の
指
針
(Guidelines
f
o
r
 S
u
b
s
t
a
n
t
i
v
e
 E
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
)
 (
P
a
r
t
 C
)
と
、
異
議
手
続
の
た
め
の
指
針

(
G
u
i
d
a
n
c
e
for O
p
p
o
 ,
 

sition P
r
o
c
e
d
u
r
e
)
 (
P
a
r
t
 D
)
に
お
い
て
新
規
性
喪
失
事
由
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
前
者
は
、
審
査
官
が
頻
繁
に
用
い
る
サ
ー
チ
レ
ポ
ー

ト
の
文
書
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
文
書
以
外
の
口
頭
の
表
現
(oral
description)
や
実
施

(use)
そ
の
他
の
方

前
者
の
実
質
的
審
査
の
た
め
の
指
針
も
後
者
の
異
議
手
続
の
た
め
の
指
針
も
、
文
書
・
ロ
頭
の
表
現
・
実
施
そ
の
他
が
公
衆
に
利
用
可

限
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
、

し
て
も
、

と
規
定
す
る
。

能
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
は
、
公
衆
が
文
書
そ
の
他
の
内
容
に
ア
ク
セ
ス
し
え
た
場
合
で
か
つ
そ
の
内
容
の
頒
布
が
守
秘
義
務
に
よ
り
制

(57)

（

58) 

と
定
義
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
異
議
手
続
に
お
い
て
は
、
実
施
に
関
し
て
も
口
頭
の
表
現
に
関

日
時
、
内
容
、
公
衆
に
よ
り
ど
の
程
度
利
用
可
能
と
な
っ
た
か
を
決
定
す
る
た
め
の
諸
事
情
（
場
所
、
形
態
な
ど
）

(59)

（

60) 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
後
者
の
実
施
そ
の
他
の
場
合
に
つ
い
て
は
詳
し
く
指
針
が
か
か
れ
て
い
る
。

法
も
考
慮
し
て
い
る
。

い
つ
、

を
認
定
し

つ
ま
り
、
技
術
水
準
は
、

1
0
 

そ
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特許法上の新規性喪失事由の機能とその現代的課題（潮海）

則
と
し
て
い
る
。

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
3
3
.
1
5
は
、
国
際
調
査
に
お
け
る
先
行
技
術
は
、
書
面
に
よ
り
開
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
原

ま
た
、
同
規
則
3
3
.
1
⑯
は
、
国
際
調
査
に
お
け
る
関
連
す
る
先
行
技
術
に
は
、

の
他
の
手
段
に
よ
り
公
衆
が
利
用
可
能
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、
後
に
書
面
に
よ
る
開
示
が
必
要
で
あ
る
、

ア
メ
リ
カ
法

立
法
の
変
遷

(63) 

ア
メ
リ
カ
の
初
期
の
特
許
法
で
あ
る
一
七
九
三
年
法
は
、
六
条
に
お
い
て
、
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
被
告
が
、
当
該
特
許
発
明
は
刊
行
さ

れ
た
著
作
物
(
p
u
b
l
i
c
w
o
r
k
)
に
公
表
さ
れ
て
い
る
旨
の
抗
弁
を
主
張
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
だ
け
で
、
出
願
前
に
書
籍
に
公
表
さ
れ

て
い
る
発
明
の
出
願
人
に
政
府
が
特
許
を
付
与
で
き
な
い
こ
と
を
特
に
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
刊
行
さ
れ
た
著
作
物
(
p
u
b
l
i
c

(64) 

w
o
r
k
)
は
、
出
版
さ
れ
た
刊
行
物
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
一
八
三
六
年
法
は
、
初
め
て
特
許
適
格
性
(
p
a
t
e
n
t
a
l
i
b
i
t
y
)
の
要
件
と
し
て
、

(65) 

一
八
七

0
年
法
は
、
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
抗
弁
の
要
件
に
つ
い
て
も
p
u
b
l
i
c
w
o
r
k
 

「
刊
行
物
」
(
p
r
i
n
t
e
d
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
)
を
規
定
し
た
。

か
ら
p
r
i
n
t
e
d
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
に
変
更
し
、

p
r
i
n
t
e
d
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
の
概
念
は
、

り
知
ら
れ
て
い
る
か
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、

ア
メ
リ
カ
特
許
法
に
お
い
て
は
、
特
許
適
格
性
と
侵
害
訴

(66) 

現
行
の
ア
メ
リ
カ
特
許
法
一
〇
二
条
は
、
「
以
下
の
場
合
を
除
い
て
特
許
が
付
与
さ
れ
る
。
切
当
該
発
明
が
合
衆
国
に
お
い
て
他
者
に
よ

ま
た
は
合
衆
国
な
い
し
は
外
国
に
お
い
て
…
刊
行
物
(
p
r
i
n
t
e
d
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
)
に
記
載
さ
れ

法
文
上
、
公
知
と
公
用
が
合
衆
国
の
国
内
の
事
由
に
限
定
さ
れ
、
他
方
で
刊
行
物
記
載
は
外
国
の
事
由
ま
で
含
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う

て
い
る
場
合
…
」
と
規
定
し
て
い
る
。

2

規

定

訟
の
抗
弁
の
両
方
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ー

口
頭
に
よ
る
開
示
、
利
用
・
展
示
そ

(62) 

と
す
る
。
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(

6

9

)

(

7

0

)

 

し
か
し
な
が
ら
、

p
r
i
n
t
e
d
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
と
い
う
規
定
の
文
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
国
特
許
審
査
便
覧
も
米
国
の
判
例
も
、

具
体
的
に
は
、
目
録
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

(
i
n
d
e
x
e
d
o
r
 c
a
t
a
l
o
g
u
e
d
)
か
、
ま
た
は
実
際
に
頒
布
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
公
衆
に
よ

(71) 

る
ア
ク
セ
ス
の
可
能
性
の
基
準
を
満
た
す
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
、

目
録
に
掲
載
さ
れ
て
コ
ピ
ー
の
依
頼
に
よ
り
利

(72) 

ま
た
一
部
の
コ
ピ
ー
し
か
な
く
て
も
刊
行
物
と
み
な
さ
れ
る
。
他
方
で
、
公
衆

(73) 

が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
程
度
に
目
録
が
適
切
で
な
け
れ
ば
刊
行
物
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
、

ま
た
、
目
録
に
適
切
に
掲
載
さ
れ
て
も
、

(74) 

の
少
数
の
人
し
か
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
場
合
や
コ
ピ
ー
を
依
頼
す
る
手
続
が
重
荷
で
あ
る
場
合
に
は
刊
行
物
に
あ
た
ら
な
い
。

も
っ
と
も
、
後
者
の
実
際
に
頒
布
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
、

I
n
r
e
 G
e
o
r
g
e
,
 
2
 U
.
S
.
 P. Q
.
 2
d
 1
8
8
0
(
1
9
8
7
)
は、

(75) 

く
の
コ
ピ
ー
を
配
布
し
て
も
組
織
の
内
部
の
機
密
文
書
は

p
r
i
n
t
e
d
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
に
あ
た
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

わ
れ
て
い
る
。

I
n
r
e
 T
e
n
n
y
,
 
2
5
4
F
.
 2
d
 619, 
1
1
7
 U
.
S
.
 P. Q
.
 3
4
8
 (C. C
.
 P
.
A
.
 1
9
5
8
)
は、

こ
れ
に
対
し
て
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
は

'printed'
に
あ
た
ら
な
い
、
と
判
示
し
て
い
た
。
そ
の
理

P
h
i
l
i
p
s
 
Elec. &
 P
h
a
m
a
c
e
u
t
i
c
a
l
 I
n
d
u
s
t
r
i
e
s
 
C
o
r
p
.
 v. T
h
e
r
m
a
l
 
&
 Elec. Industries, 
Inc., 
4
5
0
 
F. 2
d
 

通
し
公
衆
が
そ
れ
を
知
る
蓋
然
性
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

由
は
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
は
複
製
物
を
つ
く
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
ず
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
公
表
だ
け
で
は
そ
れ
が
広
く
流

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
い
れ
て
保
存
さ
れ
て
い
た
事
例
で
、

ド
イ
ツ
の
未
発
行
の
特
許
出
願
が
マ
イ

注
目
す
べ
き
は
、
米
国
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
、

わ
が
国
の
裁
判
例
と
同
様
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
「
刊
行
物
」

に
あ
た
る
か
が
争

ど
れ
だ
け
多

ほ
ん

用
可
能
で
あ
れ
ば
、
実
際
に
頒
布
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、

と
っ
て
ア
ク
セ
ス
可
能
な
場
合
に
は
「
刊
行
物
」

に
あ
た
る
と
し
て
、

「
刊
行
物
」
概
念
を
以
下
の
よ
う
に
拡
張
解
釈
し
て
い
る
。

3

裁

判

例

p
r
i
n
t
e
d
と
い
う
文
言
は
、

に
、
本
章
一
に
お
い
て
検
討
し
た
欧
州
と
は
逆
に
、

公
衆
に

(67) 

ア
メ
リ
カ
法
の
条
文
の
文
言
は
わ
が
国
特
許
法
（
旧
法
）
と
類
似
し
て
い
る
。
特
に

(68) 

書
籍
ま
た
は
出
版
印
刷
物
の
形
で
作
成
さ
れ
た
そ
の
他
の
書
類
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
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特許法上の新規性喪失事由の機能とその現代的課題（潮海）

問
題
の
所
在

第
四
章

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
に
関
す
る
問
題
点

て
い
る
か
否
か
を
基
準
に
す
べ
き
で
あ
る
、

他
方
、

1
1
6
4
,
 
1
7
1
 
U
.
S
.
 P
.
 Q
.
 6
4
1
 (
3
r
d
 C
i
r
.
 1
9
7
1
)
は、

入
れ
ら
れ
、
図
書
館
目
録
に
そ
の
索
引
が
付
さ
れ
て
い
た
場
合
に
、

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
内
の
情
報
が
公
衆
に
利
用
可
能
に
な
っ
た
と
し

(76) 

に
あ
た
る
と
判
示
し
た
。

I
n
r
e
 W
y
e
r
,
 6
5
5
 
F. 2
d
 2
2
1
,
 
2
1
0
 
U
.
S
.
 P
.
 Q
.
 7
9
0
 
(
C
.
 C
.
 P
.
A
.
 1
9
8
1
)
も

一
八
三
六
年
に
導
入
さ
れ
た
当
時
の
意
味
と
異
な
り
、
頒
布
の
可
能
性
や
公
衆
の
ア
ク
セ
ス
可
能
性

と
判
示
し
て
い
る
。

「
他
者
に
知
ら
れ
て
い
る
」

さ
し
あ

当
業
者
が
実
施
で
き
る
ほ
ど
開
示
さ
れ r

e
 

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
さ
れ
た
ド
イ
ツ
特
許
出
願
書
類
が
連
邦
議
会
図
書
館
に
受
け

一
般
論
と
し
て
、
複
製
、
デ
ー
タ
蓄
積
、
デ
ー
タ
検
索
に
お
け
る
技
術
の
発
達
を

そ
し
て
、
外
国
の
特
許
庁
に
屑
か
れ
た
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
つ
き
、
実
際
に
コ
ピ
ー
を

頒
布
し
た
事
実
が
な
く
て
も
、
頒
布
の
た
め
の
記
録
(
r
e
c
o
r
d
s
)
は
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
公
衆
の
ア
ク
セ
ス
可
能
性
を
肯
定
し
た
。

の
解
釈
に
つ
い
て
、
当
初
は
実
施
(
u
s
e
)
し
て
い
る
こ
と
と
同
義
に
解
釈
さ
れ
て
い
た
が
、

B
o
r
s
t
,
 
3
4
5
 F. 2
d
 00 
5
1
,
 
1
4
5
 U
.
S
.
 P
.
 Q
.
 5
5
4
 (C. C
.
 P
.
A
.
 1
9
6
5
)
は、

と
判
ホ
し
た
。

考
え
る
と
‘
'
p
r
i
n
t
e
d
'

の
意
義
は
、

P
h
i
l
i
p
s
判
決
を
支
持
し
T
e
n
n
e
y
判
決
を
制
限
し
た
。

て、

「
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
」

こ
の
解
釈
を
否
定
し
、

以
上
、
第
三
章
ま
で
、
従
来
の
学
説
・
判
例
・
出
願
審
壺
の
指
針
等
を
検
討
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

今
後
は
、

に
公
開
さ
れ
た
技
術
を
、
新
規
性
喪
失
事
由
の
有
無
を
判
断
す
る
際
ど
の
よ
う
に
考
慮
す
る
べ
き
か
が
重
要
な
問
題
と
な
ろ
う
。

I
n
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

19-3•4-339 (香法 2000)



日
本
か
ら
当
該
外
国
の
サ
イ
ト
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
が
ど
の
程
度
あ
っ
た
か
を
ロ
グ
等
に
よ
り
立
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、

と
な
る
場
合
も
あ
り
う
る
が
、
立
証
が
困
難
な
場
合
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、

ー

外
国
の
サ
ー
バ
ー
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
発
明
が
公
開
さ
れ
た
場
合
、
日
本
国
内
で
公
然
知
ら
れ
た
と
い
え
る
か

「
公
知
」
（
旧
一
号
）

し
た
が
っ
て
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
に
関
し
て
は
、
法
制
度
と
現
実
が
乖
離
し
て
い
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
以
下
で
は
、
第
三

章
ま
で
検
討
し
た
解
釈
論
を
ふ
ま
え
て
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
が
旧
一
号
、
旧
三
号
に
あ
た
る
か
を
考
察
す
る
。

所
在
国
に
あ
る
か
に
よ
り
情
報
の
開
示
手
段
や
ア
ク
セ
ス

た
り
、
当
該
発
明
に
関
す
る
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
サ
ー
バ
ー
が
日
本
国
内
か
外
国
で
あ
る
か
に
よ
り
場
合
分
け
す

日
本
国
内
の
特
許
庁
の
サ
ー
バ
ー
に
お
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
特
許
公
報
を
公
開
し
た
場
合
は
ど
う
か
。
特
に
、
旧
一
号
を
現
に

知
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
解
し
た
場
合
に
国
内
公
知
（
旧
一
号
）

上
の
情
報
は
電
子
フ
ァ
イ
ル
の
み
で
ハ
ー
ド
コ
ピ
ー
が
全
く
な
い
場
合
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
刊
行
物
記
載
（
旧
三
号
）
に
あ
た
る
か
も

(77) 

問
題
と
な
る
（
本
章
三
4
参
照
）
。

(78) 

こ
れ
に
対
し
て
、
外
国
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報
に
つ
い
て
は
、
旧
三
号
が
問
題
と
な
る
。

記
載
の
み
が
「
外
国
に
お
い
て
」
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
を
含
み
、
旧
一
号
の
公
知
は
日
本
国
内
の
事
由
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

確
か
に
、
旧
法
は
、
情
報
の
開
示
手
段
に
よ
り
国
内
の
事
由
に
限
定
さ
れ
る
か
外
国
の
事
由
を
含
む
か
で
大
き
な
違
い
を
設
け
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
世
界
中
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
つ
な
が
っ
て
い
る
た
め
、
当
該
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
サ
ー
バ
ー
が
ど
こ
の

(79) 

の
容
易
性
の
点
で
大
き
な
差
異
は
存
在
し
な
い
と
い
え
る
。

る
と
、
以
下
の
問
題
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
情
報
伝
達
）

に
あ
た
る
か
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

と
い
う
の
は
、
旧
三
号
の
刊
行
物

日
本
国
内
で
公
知

わ
が
国
特
許
法
（
明
治
四
二
年
特
許
法
）
が
公
知

―
―
四
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特許法上の新規性喪失事由の機能とその現代的課題（潮海）

「
公
知
」
の
場
合
の
新
規
性
喪
失
時
点
は
ア
ク
セ
ス
可
能
と
な
っ
た
時
点
を
い
う
。
そ
し
て
、
当
該
発
明
が
当
該
サ
イ
ト
に
出
願
前
に
掲

載
さ
れ
た
こ
と
を
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

2
 
「
公
知
」

そ
の
た
め
に
は
当
該
発
明
が
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
日
時
を
明
記
す
る
等
の
工
夫
が
考
え
ら

の
場
合
の
新
規
性
喪
失
時
点

一
五

合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

明
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
発
見
し
た
と
し
て
も
拒
絶
理
由
と
し
て
引
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

の
サ
イ
ト
は
無
数
に
あ
り
、
閲
覧
が
な
い
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、

つ
ま
り
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

ほ
と
ん
ど
閲
覧
．
検
索
が
不
可
能
な
場
合
は
知
ら
れ
う
る
状
態
で
す
ら
な

い
と
評
価
さ
れ
う
る
。
特
に
外
国
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
技
術
が
日
本
国
内
で
知
ら
れ
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
は
困
難
な
場

も
っ
と
も
、
前
述
の
よ
う
に
、

サ
ー
バ
ー
の
あ
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
で
、

ア
ク
セ
ス

の
容
易
性
は
同
等
で
あ
り
、

サ
ー
バ
ー
の
所
在
が
世
界
か
日
本
か
で

わ
れ
る
。

（
一
号
）
を
日
本
国
内
に
お
い
て
生
じ
た
事
由
に
限
定
し
た
趣
旨
は
、
世
界
公
知
の
審
査
の
困
難
、
日
本
国
内
に
お
け
る
産
業
上
の
発
明

の
保
護
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
達
と
経
済
の
ボ
ー
ダ
レ
ス
化
に
よ
り
、
外
国
で
公
知
の
も
の
に
関
す
る
調
査
は
容
易
と
な
っ

た
上
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
表
す
れ
ば
、

区
別
す
る
合
理
的
理
由
は
な
い
。

日
本
国
内
で
公
知
で
あ
る
か
外
国
に
お
い
て
公
知
で
あ
る
か
は
大
き
な
差
が
な
い
と
思

つ
ま
り
、
外
国
の
サ
ー
バ
ー
に
お
い
て
発
明
が
公
開
さ
れ
て
も
日
本
国
内
に
お
い
て
公
然
知
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
り
う
る
し
、

逆
に
日
本
の
サ
ー
バ
ー
に
お
い
て
公
開
さ
れ
て
も
日
本
国
内
に
お
い
て
公
然
知
ら
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
発
明
を
公
開
す
る
こ
と
が
公
知
と
な
り
う
る
と
す
る
と
、
外
国
に
サ
ー
バ
ー
が
あ
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
、

（
情
報
伝
達
）

日
本
に

ま
た
、
三
極
合
意
な
ど
各
国
特
許
庁
間
の
制
度
の
違
い
を
ハ
ー
モ
ナ
イ
ズ
し
よ
う
と
し
て
い
る
今
日
で

(80) 

は
、
公
知
を
日
本
国
内
に
限
定
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
公
知
（
一
号
）
に
外
国
も
含
め
る
べ
き
で
あ
る
。

(81) 

一
号
の
公
知
を
現
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
解
す
る
と
、
審
査
官
が
た
ま
た
ま
当
該
発

19-3•4-341 (香法 2000)



コ
ピ
ー
が
な
く
単
に
先
行
技
術
を
見
る
だ
け
で
は
第
三
者
は
当
該
発
明
を
実
施
で
き
な
い
か
ら
で

(83) 

あ
る
。
そ
し
て
、
画
像
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
は
「
刊
行
物
」
に
あ
た
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
裁
判
例
に
よ
る
と
、
出
版
物
以
外
に
、
原
本
を
公
開
し
、
公
衆
の
要
求
に
応
じ
て
遅
滞
な
く
複
製
物
が
交

付
さ
れ
る
場
合
（
例
え
ば
コ
ピ
ー
サ
ー
ビ
ス
）

内
の
公
開
原
本
（
明
細
書
）
そ
の
も
の
を
「
刊
行
物
」
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
前
述
の
昭
和
六
一
年
最
高
裁
判
決
の
事
例

は
、
特
許
庁
内
部
に
せ
よ
複
製
物
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
等
）
が
存
在
し
て
い
た
事
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
わ
が
国
特
許
庁
が
考
え
て

い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
報
の
場
合
は
、

も
「
刊
行
物
」
に
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
複
製
物
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
特
許
庁

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
報
自
体
が
特
許
登
録
原
簿
の
複
製
物
と
い
え
、
ま
た
原
本
以
外
に
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
の
点
は
問
題
が
な
い
。
も
っ
と
も
、
特
許
登
録
原
簿
は
、
事
実
上
ほ
と
ん
ど
電
子
化
さ
れ
て
お
り
、
紙

行
物
」
に
あ
た
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
画
像
、

サ
ー
バ
ー
に
蓄
積
さ
れ
た
デ
ー
タ
、

フ
ロ
ッ
ピ
ー
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
デ
ジ
タ
ル
情
報
そ
の
も
の
は
「
刊

(1) 
る。

1

何
が
「
刊
行
物
」
に
あ
た
る
か

「
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
」
（
旧
＿
＿
一
号
）

れ
る
。
も
っ
と
も
、
現
実
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
イ
ト
は
、
絶
え
ず
更
新
さ
れ
な
が
ら
更
新
履
歴
が
な
く
、
当
該
発
明
が
当
該
サ

イ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
日
時
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
や
ロ
グ
が
な
い
場
合
も
多
く
、
新
規
性
喪
失
の
時
点
が
不
明
確
と
な
り
う
る
た
め
、

(82) 

新
規
性
喪
失
事
由
の
例
外
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
考
え
方
も
存
在
し
た
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
た
発
明
が
旧
三
号
の
「
刊
行
物
」
に
あ
た
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
う

ま
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
、
何
が
「
刊
行
物
」
に
あ
た
る
の
だ
ろ
う
か
。
平
成
―
一
年
改
正
前
の
旧
法
に
お
い
て
は
、

―
―
六
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特許法上の新規性喪失事由の機能とその現代的課題（潮海）

術
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
し
た
時
点
で
、

接
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
直
接
映
像
を
移
す
こ
と
で
結
論
が
異
な
る
こ
と
も
望
ま
し
く
な
い
。
さ
ら
に
、

で
は
、

数
存
在
す
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
あ
ろ
う
が
不
特
定
多
数
に
「
頒
布
」
さ
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
、
複
製
物
の
存
在
を
要
求

(86) 

す
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
。
確
か
に
、
立
証
や
安
定
性
で
は
紙
媒
体
の
方
が
有
利
で
あ
る
が
、
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
容
易
性
、
即
時
性

(87) 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
電
子
情
報
の
方
が
勝
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
紙
媒
体
が
あ
ら
ゆ
る
段
階
で
不
要
と
な
り
、
原
本
と
し
て
の
電
子
情
報
の
み
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
サ
イ
ト

上
に
載
っ
て
い
る
場
合
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
場
合
も
「
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
」
に
あ
た
る
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
当
該
技

い
つ
で
も
画
像
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
で
き
る
状
態
に
あ
る
の
で
、
刊
行
物
を
頒
布
し
た

と
い
う
区
別
は
不
合
理
で
あ
る
。

ま
た
、

い
っ
た
ん
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
複
製
し
て
か
ら
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
写
し
出
す
の
と
、
原
本
か
ら
直

そ
も
そ
も
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
場
合
は
新
規
性
を
喪
失
し
、

像
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
で
き
る
状
態
に
あ
る
の
で
、
旧
法
三
号
の

一
七

一
部
の
み
の
明
細
書
で
あ
ろ
う
が
複

ハ
ー
ド
コ
ピ
ー
の
な
い
オ
ン
ラ
イ
ン
の
場
合
は
新
規
性
を
喪
失
し
な
い

「
刊
行
物
」
に
あ
た
る
と
読
む
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

行
物
」
に
あ
た
ら
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
。

媒
体
と
し
て
の
原
本
が
存
在
し
な
い
点
が
従
来
の
判
例
が
前
提
と
す
る
事
実
と
異
な
っ
て
い
る
。

や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
原
本
の
み
で
複
製
物
が
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。

（
特
許
明
細
書
）

さ
ら
に
、

ま
た
、
頻
繁
に
更
新
さ
れ
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報

そ
の
履
歴
は
残
る
も
の
の
、

オ
リ

ジ
ナ
ル
が
残
っ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
従
来
の
判
例
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
は
「
刊

し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
最
判
昭
和
六
一
年
判
決
の
読
み
方
と
し
て
、
原
本
が
公
開
さ
れ
て
公
衆
か
ら
の
要
求
に
応
じ
て
遅
滞
な
く

(84) 

交
付
さ
れ
る
態
勢
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
す
る
判
旨
の
一
般
論
を
強
調
す
る
立
場
が
あ
る
。
こ
の
一
般
論
を
推
し
す
す
め
る
と
、
そ
の
原
本

は
、
紙
媒
体
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
電
子
媒
体
で
あ
っ
て
も
公
開
さ
れ
て
公
衆
か
ら
の
要
求
に
応
じ
て
遅
滞
な
く
交
付

(85) 

さ
れ
る
態
勢
が
あ
れ
ば
「
刊
行
物
」
と
解
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
し
た
時
点
で
い
つ
で
も
画

19-3•4-343 (香法 2000)



2
 こ

れ
に
対
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
刊
行
物
記
載
を
新
規
性
喪
失
事
由
と
す
る
根
拠
を
、
改
変
が
困
難
で
あ
る
点
（
安
定
性
）
に

求
め
る
立
場
に
た
つ
と
、
「
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
」
に
あ
た
る
と
い
え
る
た
め
に
は
、
先
行
技
術
と
し
て
の
特
許
情
報
を
従
来
の
印
刷
物
と

同
程
度
に
改
変
し
に
く
く
明
確
に
伝
達
し
う
る
こ
と
、

媒
体
に
比
し
て
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
か
つ
オ
ー
プ
ン
で
あ
る
た
め
、

つ
ま
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
場
合
、

難
な
場
合
が
あ
り
う
る
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
最
判
昭
和
六
一
年
判
決
に
お
い
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
刊
行
物
で
あ
る
理
解
し
た
場

合
、
端
末
か
ら
実
際
に
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
こ
と
の
立
証
や
そ
の
日
時
が
い
つ
で
あ
る
か
に
つ
い
て
立
証
が
困
難
な
場
合
が
生
じ
よ
う
。

こ
の
点
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
サ
イ
ト
は
無
限
に
存
在
し
、
改
変
の
お
そ
れ
や
日
時
が
信
頼
に
あ
た
い
す
る
か
（
ロ
グ
が
な
い
場
合
）

(88) 

り
う
る
。
こ
の
よ
う
に
、
内
容
や
公
開
日
時
の
真
正
に
つ
い
て
も
立
証
が
困
難
な
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

刊
行
物
で
は
、
注
文
を
受
け
て
刊
行
物
を
製
作
し
頒
布
す
る
か
、
見
込
み
生
産
で
刊
行
物
を
頒
布
す
る
と
い
う
順
序
を
た
ど
る
。
確
か

に
、
旧
三
号
の
刊
行
物
記
載
の
場
合
、
新
規
性
喪
失
時
点
が
「
頒
布
時
」
で
比
較
的
明
確
で
あ
り
（
図
書
館
受
け
入
れ
時
等
）
、
証
拠
の
信

憑
性
（
日
時
等
）
も
一
号
の
公
知
に
比
べ
る
と
高
い
場
合
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
将
来
ベ
ー
パ
ー
レ
ス
化
に
よ
り
特
許
庁
の
イ
ン
タ
ー
ネ

ハ
ー
ド
コ
ピ
ー
が
全
く
存
在
し
な
い
場
合
が
生
じ
う
る
。
こ

ッ
ト
上
で
特
許
公
報
を
公
開
す
る
場
合
（
そ
の
他
特
許
電
子
図
書
館
な
ど
）
、

の
場
合
、
「
刊
行
物
」
が
何
で
あ
る
か
、
「
頒
布
」
が
何
か
に
よ
り
新
規
性
喪
失
時
点
が
異
な
り
う
る
た
め
、
新
規
性
喪
失
時
点
が
不
明
確

と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
は
、
公
衆
が
ア
ク
セ
ス
し
、
公
衆
が
端
末
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
プ
リ
ン
ト
ア
ウ

あ
る
。

(2) 

た
と
え
ば
、
特
許
庁
や
一
定
の
学
術
団
体
の
サ
イ
ト
に
公
開
さ
れ
た
情
報
は
安
定
性
・
明
確
性
を
有
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ど
の
よ
う
な
行
為
が
「
頒
布
」
に
あ
た
る
か

こ
と
に
な
る
。

と
い
う
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
は
紙

サ
ー
バ
ー
↓
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
↓
端
末
の
各
過
程
で
改
変
の
お
そ
れ
が

サ
イ
ト
に
の
せ
ら
れ
た
発
明
と
端
末
の
映
像
に
あ
ら
わ
れ
た
発
明
の
同
一
性
の
立
証
が
困

―
―
八

が
問
題
と
な
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特許法上の新規性喪失事由の機能とその現代的課題（潮海）

時
に
お
い
て
ア
ク
セ
ス
•
閲
覧
が
可
能
で
あ
り
、

ト
す
る
と
い
う
順
序
で
伝
達
さ
れ
る
。
も
し
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
が
「
刊
行
物
」
だ
と
す
る
と
、
第
三
者
の
行
為
（
映
像
を
見
て

ス
イ
ッ
チ
を
切
っ
た
段
階
↓
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
段
階
↓
刊
行
物
を
作
っ
た
段
階
）

る
。
特
に
、
前
掲
の
最
判
昭
和
六
一
年
判
決
の
理
解
の
仕
方
に
よ
っ
て
刊
行
物
頒
布
の
日
が
変
わ
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。

「
頒
布
」

の
自
由
な
閲
覧
に
供
さ
れ
、

の
日
で
あ
る
と
す
る
と
、

一九

一
年
改
正
後
の
三
号
後
段
で
は
「
公

ノゞ
ッ

の
定
義
は
、
判
例
の
一
般
論
に
よ
れ
ば
、
現
実
に
複
製
物
を
入
手
す
る
こ
と
ま
で
は
不
要
で
、
原
本
自
体
が
公
開
さ
れ
て
公
衆

か
つ
そ
の
複
写
物
が
公
衆
か
ら
の
要
求
に
即
応
し
て
遅
滞
な
く
交
付
さ
れ
る
態
勢
が
整
っ
て
い
れ
ば
足
り
る

（
前
掲
の
昭
和
五
五
年
判
決
、
昭
和
六
一
年
判
決
）
。
つ
ま
り
、
最
判
昭
和
六
一
年
判
決
の
事
例
に
お
い
て
特
許
明
細
書
等
の
原
本
の
頒
布

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
報
の
場
合
、
外
国
に
お
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
当
該
情
報
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
た
日

い
つ
で
も
公
衆
自
ら
刊
行
物
を
製
作
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

(89) 

こ
れ
に
対
し
て
、
最
判
昭
和
六
一
年
判
決
の
事
例
に
お
い
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
な
ど
外
国
に
お
け
る
刊
行
物
の
発
行
日
だ
と
す
る
と
、

外
国
に
お
い
て
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
な
ど
複
製
物
を
生
成
し
た
日
時
が
頒
布
さ
れ
た
日
に
あ
た
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
立
場
だ
と
、

ク
ア
ッ
プ
の
有
無
に
よ
り
頒
布
さ
れ
た
日
が
異
な
る
こ
と
に
な
り
不
適
当
で
あ
る
。
し
か
も
、
平
成
一

衆
に
よ
っ
て
利
用
可
能
と
な
っ
た
日
」
が
新
規
性
喪
失
日
に
あ
た
る
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
号
後
段
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
み
て

も
三
号
前
段
の
場
合
（
「
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
」
）

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

も
公
衆
に
よ
っ
て
利
用
可
能
と
な
っ
た
日
を
新
規
性
喪
失
日
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

（
技
術
面
も

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
し
た
日
時
が
、
出
願
日
以
前
で
あ
っ
た
こ
と
を
ど
う
立
証
す
る
か

(90) 

含
め
て
）
、
改
ざ
ん
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ど
う
立
証
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
印
刷
物
で
あ
れ
ば
、
発
行
日
等
を
基
準
と
で
き
る
が
、
当

該
発
明
が
オ
ン
ラ
イ
ン
公
報
や
外
国
の
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
日
時
を
特
許
庁
が
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
イ

ト
は
膨
大
な
数
で
あ
り
、
頻
繁
に
更
新
さ
れ
て
い
な
が
ら
更
新
履
歴
の
な
い
も
の
も
多
い
た
め
、
特
許
法
の
規
定
ま
た
は
出
願
審
査
の
運

用
指
針
等
に
お
い
て
新
規
性
喪
失
の
例
外
を
具
体
化
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
証
拠
の
信
憑
性
に
つ
い
て
も
、
更
新
履
歴
が
残
さ
れ
て
い
る

一
方
で
、

に
よ
り
新
規
性
喪
失
時
点
が
変
動
す
る
よ
う
に
み
え

19-3•4-345 (香法 2000)



三
極
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
ア
メ
リ
カ
特
許
商
標
庁
の
運
用
ー
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
関
す
る
方
針
」

I

(92) 

電
子
的
資
料
の
引
用
に
関
す
る
日
米
欧
の
三
極
特
許
庁
間
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

1
4
.
6
⑱
は
、
電
子
的
形
態
の
み
に
よ
る
文
書
が
「
印
刷

さ
れ
た
刊
行
物
(
p
r
i
n
t
e
d
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
)
」
に
あ
た
る
こ
と
の
困
難
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

時
に
つ
い
て
も
、
公
衆
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
が
可
能
で
あ
る
日
時
を
基
準
と
す
る
が
、
印
刷
さ
れ
た
文
書
と
異
な
り
、
印
刷
発
行
日
や
著
作

日
が
不
明
確
で
確
定
が
困
難
な
場
合
が
あ
る
こ
と
や
、
証
拠
の
信
憑
性
も
著
者
・
シ
ス
テ
ム
責
任
者
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
な
ど
の
問

一
九
九
八
年
一

0
月
二
六
日
に
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
関
す
る
方
針
」
に
関
す
る
コ
メ

(94) 

一
九
九
九
年
六
月
ニ
―
日
に
最
終
案
を
ま
と
め
た
。
こ
の
方
針
は
、
ア
メ
リ
カ
特
許
商
標
庁
の
職
員
に
そ
の
公
式
業
務
に

お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
つ
い
て
の
指
針
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
特
許
商
標
庁
の
立
場
は
、

ウ
ェ
ッ
ブ
サ
イ
ト
上
に
発
明
に
関
す
る
情
報
が
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
て
い
る
が
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト

さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
原
則
と
し
て
p
r
i
n
t
e
d
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
。
但
し
、
無
権
限
の
個
人
に
よ
る
サ
ー
チ
の
問
い
合

わ
せ
に
関
す
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
審
査
官
に
よ
る
サ
ー
チ
項
目
は
技
術
の
一
般
的
状
態
（
公
知
技
術
）

(95) 

に
限
定
さ
れ
、
特
定
の
出
願
に
向
け
ら
れ
た
専
有
情
報
を
開
示
す
る
よ
う
な
サ
ー
チ
は
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
サ
ー
チ
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
の
情
報
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
な
い
場
合
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
な
い
電
子
的
文
書
の
日

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
コ
ピ
ー
を
入
手
す
る
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
電
子
形
態
の
み

(96) 

の
文
書
は
そ
れ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
刊
行
物
と
み
な
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
特
許
商
標
庁
は
、
刊
行
物
概
念
を
極
端
に
緩
め
た
運
用
を
前
提
と
し
て
お
り
、

メ
リ
カ
特
許
法
に
お
け
る
新
規
性
喪
失
要
件
は
現
在
の
と
こ
ろ
改
正
さ
れ
て
い
な
い
。

ア
メ
リ
カ
特
許
商
標
庁

(
U
S
P
T
O
)
は、

(93) 

ン
ト
を
募
り
、

題
点
が
あ
る
。

3
 

(91) 

も
の
の
当
初
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
な
い
場
合
も
あ
る
。

わ
が
国
特
許
法
と
異
な
り
、

二―
O

ア
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て
も
「
刊
行
物
」
に
あ
た
る
と
解
さ
れ
る
。

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
に
つ
い
て
も
同
じ
問
題
が
生
じ
る
。

安
定
と
な
る
た
め
、
「
発
行
」
に
あ
た
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
イ
ン

条
文
上
は
、
特
許
庁
へ
の
ウ
ェ
ッ
ブ
サ
イ
ト
上
に
特
許
公
報
へ
の
掲
載
事
項
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
、

公
報
の
発
行
に
あ
た
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、
第
三
者
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
の
有
無
に
よ
り
「
発
行
」

現
在
、
わ
が
国
の
特
許
公
報
は
紙
媒
体
ま
た
は

C
D
-
R
O
M
で
あ
り
、
特
許
登
録
原
簿
の
複
製
物
で
あ
る
の
で
、
刊
行
物
が
存
在
す
る
と

い
う
要
件
は
み
た
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
特
許
登
録
原
簿
は
、
事
実
上
ほ
と
ん
ど
電
子
化
さ
れ
て
お
り
、
紙
媒
体
と
し
て
の
ハ
ー
ド
コ

ピ
ー
が
存
在
し
な
い
点
は
、
従
来
の
判
例
の
前
提
と
異
な
る
点
で
あ
る
。
特
に
、
特
許
庁
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
シ
ス
テ
ム
の
場
合
、
オ
ン
ラ

イ
ン
公
報
の
閲
覧
に
お
い
て
は
、
特
許
庁
内
の
サ
ー
バ
ー
に
蓄
積
さ
れ
た
原
本
そ
の
も
の
を
閲
覧
す
る
こ
と
に
な
り
、
電
子
フ
ァ
イ
ル
と

(98) 

し
て
の
原
本
の
み
が
存
在
し
、
電
子
情
報
の
複
製
物
す
ら
全
く
存
在
し
て
い
な
い
点
が
問
題
と
な
る
。

ま
た
、
技
術
的
に
、
発
明
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
大
量
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
後
に
、
先
行
技
術
と
当
該
発
明
を
自
由
に
対
比
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
ブ
ラ
ウ
ザ
ー
の
コ
ピ
ー
機
能
に
よ
り
一
部
は
複
製
物
を
作
成
で
き
る
た
め
、
従
来
の
裁
判
例
の
立
場
に
よ
っ

4

わ
が
国
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
報
に
お
け
る
問
題
点

の
有
無
を
委
ね
る
こ
と
は
不

一
九
三
条
に
い
う
特
許

19-3•4-347 (香法 2000)



衆
に
利
用
可
能
と
な
っ
た
発
明
」

平
成
―
一
年
改
正

改
正
法
の
解
釈
・
運
用
と
問
題
点

平
成
一

0
年
―
二
月
一
四
日
、

§ 

工
業
所
有
権
審
議
会
に
お
い
て
「
特
許
法
等
の
改
正
に
関
す
る
答
申
」
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。
こ
の

答
申
に
基
づ
き
、
平
成
―
一
年
二
月
五
日
「
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
同
日
国
会
に
提

出
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
平
成
―
一
年
五
月
七
日
に
国
会
で
成
立
し
、

五
月
一
四
日
に
法
律
第
四
一
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。

(99) 

一
九
九
九
年
特
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
で
は
、
二
九
条
一
項
は
以
下
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
て
い
る
（
傍
線
部
が
改
正
部
分
）
。

一
号
「
特
許
出
願
前
に
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
い
て
公
然
知
ら
れ
た
発
明
」

二
号
「
特
許
出
願
前
に
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
い
て
公
然
実
施
を
さ
れ
た
発
明
」

三
号
「
特
許
出
願
前
に
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
い
て
;
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
に
記
載
さ
れ
た
発
明
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
公

で
は
、
改
正
の
前
後
で
ど
う
異
な
る
か
。
前
述
の
一
連
の
裁
判
例
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
問
題
は
そ
も
そ
も
特
許
明
細
書
と
い
う
原
本

(100) 

が
刊
行
物
に
含
ま
れ
な
い
が
た
め
に
提
起
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
昭
和
四
一
年
改
正
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
よ
う
に
特

許
明
細
書
自
体
を
三
号
の
刊
行
物
記
載
に
含
め
る
と
い
う
立
法
も
あ
り
え
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
行
技
術
と
し
て
原
本
が
明
細
書
以
外

(102) 

の
博
士
論
文
等
の
場
合
に
は
不
都
合
で
あ
る
。

今
日
で
は
以
上
の
紙
媒
体
に
限
ら
れ
た
問
題
で
は
な
く
、
電
子
メ
ー
ル
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
、
公
開

第
五
章
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こ
の
よ
う
に
、
公
衆
に
利
用
可
能
な
場
合
を
、
不
特
定
の
者
が
検
索
可
能
な
刊
行
物
と
同
等
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報
（
ホ
ー
ム
ペ
ー

に
つ
い
て
は
、

公
衆
に
利
用
可
能
と
は
い
え
な
い
と
し
て
い
る
。

で
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

た
。
そ
の
中
で
、
二
九
条
一
項
三
号
の
改
正
部
分
に
つ
い
て
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
公
衆
に
利
用
可
能
」
と
は
、
不
特
定
の
者
が
見
う
る
よ
う
な
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
を
さ
し
、
現
実
に
誰
か
が
ア
ク
セ
ス
し
た
と
い
う

事
実
を
必
要
と
し
な
い
。
公
衆
に
利
用
可
能
な
情
報
の
例
と
し
て
、
検
索
サ
ー
チ
ェ
ン
ジ
ン
で
登
録
さ
れ
検
索
可
能
で
あ
る
も
の
や
、
情

報
の
存
在
を
公
衆
が
知
り
う
る
状
態
に
あ
る
も
の
、

パ
ス
ワ
ー
ド
を
入
力
す
る
か
料
金
を
支
払
う
の
み
で
不
特
定
の
者
が
ア
ク
セ
ス
可
能

ア
ド
レ
ス
が
公
開
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
社
内
シ
ス
テ
ム
な
ど
情
報
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な

者
が
特
定
の
団
体
の
構
成
員
に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
、
情
報
の
内
容
に
暗
号
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
、
短
時
間
の
み
公
開
さ
れ
た
も
の

特
許
庁
は
、
平
成

面）

一
年
―
二
月
一

0
日
に
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
情
報
の
先
行
技
術
と
し
て
の
取
り
扱
い
運
用
指
針
」
を
公
表
し

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
情
報
の
先
行
技
術
と
し
て
の
取
り
扱
い
運
用
指
針

れ
、
三
号
の
刊
行
物
概
念
に
電
子
媒
体
を
広
げ
た
ほ
か
、

さ
れ
た
発
明
に
関
す
る
情
報
は
、

「
刊
行
物
」

ー
パ
ー
レ
ス
化
計
画
の
一
環
と
し
て
、

の
形
態
に
限
ら
ず
容
易
に
頒
布
・
流
通
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
特
許
公
報
、
特
許
電
子
図
書
館
創
設
の
動
き
も
あ
り
、

は
新
規
性
喪
失
事
由
に
つ
い
て
再
検
討
を
迫
ら
れ
た
。

場
合
は
、

と
を
も
っ
て
新
規
性
喪
失
事
由
と
な
る
。

か
く
し
て
、
前
述
の
と
お
り
、

そ
の
頒
布
を
も
っ
て
新
規
性
喪
失
事
由
と
な
る
が
、

ま
た
、
特
許
庁
に
よ
る
ペ

わ
が
国
特
許
法

わ
が
国
特
許
法
も
平
成
―
一
年
に
法
改
正
が
な
さ

一
号
の
公
知
、
二
号
の
公
用
に
つ
い
て
も
外
国
を
含
む
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、

二
九
条
一
項
三
号
に
「
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
公
衆
に
利
用
可
能
と
な
っ
た
発
明
」
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
文
言
上
は
刊
行
物
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報
で
は
、
公
衆
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
状
態
と
し
た
こ

~ 
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欧
州
の
立
法
（
世
界
公
知
）
と
の
比
較

つ
い
て
は
、

よ
り
柔
軟
な
判
断
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

ジ
、
商
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、

メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
等
）

ま
た
、
引
用
し
よ
う
と
す
る
電
子
技
術
情
報
に
つ
い
て
、
表
示
さ
れ
て
い
る
掲
載
日
時
や
内
容
が
改
変
さ
れ
て
い
な
い
か
と
い
う
問
題

つ
ま
り
、
公
衆
に
利
用
可
能
と
な
っ
た
時
点
が
出
願
前
か
否
か
に
つ
い
て
も
、
引
用
し
よ
う

と
す
る
電
子
的
技
術
情
報
に
表
示
さ
れ
て
い
る
日
時
と
内
容
に
つ
い
て
の
疑
義
が
低
い
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
出
版
社
、
学
術
機
関
、
公
的
機

(104) 

関
）
に
つ
い
て
は
問
い
合
わ
せ
先
も
明
確
で
あ
る
の
で
、
掲
載
日
時
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
と
推
認
し
て
引
用
す
る
。

こ
の
よ
う
に
研
究
者
が
自
己
の
研
究
成
果
を
早
期
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
表
す
る
場
合
を
主
と
し
て
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
以
上
の
運
用
指
針
は
、
日
時
や
内
容
の
真
正
が
一
定
程
度
定
型
的
に
担
保
さ
れ
る
も
の
に
限
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
新
規
性
喪
失
事
由
と
し
て
考
慮
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
以
上
は
特
許
庁
の
示
し
た
運
用
指
針
で
あ
り
、
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
の
証
拠
能
力
や
証
拠
価
値
に

ま
た
、
三
号
に
お
け
る
「
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
公
衆
に
利
用
可
能
と
な
っ
た
発
明
」
と
い
う
文
言
は
、
刊
行
物
記
載
と
並
列
し
て

書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
外
国
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報
を
も
範
囲
に
含
め
た
た
め
で
あ
る
。
も
っ
と
も
条
文
の
文
言
の
み
で
は
改
正

(105) 

の
趣
旨
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
前
述
の
欧
州
に
お
け
る
立
法
・
解
釈
と
対
比
し
て
み
よ
う
。

前
述
の
よ
う
に
、
欧
州
の
ド
イ
ツ
、

イ
ギ
リ
ス
の
特
許
法
に
お
け
る
「
公
衆
へ
の
利
用
可
能
性
」
と
い
う
文
言
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

が
普
及
す
る
前
に
欧
州
特
許
条
約
に
即
し
て
各
国
が
採
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
電
子
情
報
を
念
頭
に
お
い
て
い
な
い
。
ま
た
、
欧
州
の
判

例
も
ど
の
程
度
秘
密
で
あ
る
場
合
に
当
該
要
件
を
満
た
す
か
に
つ
い
て
判
断
は
分
か
れ
て
い
る
。

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
。

に
限
定
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

―
二
四

19-3•4-350 (香法 2000)



特許法上の新規性喪失事由の機能とその現代的課題（潮海）

よ
り
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。

す
る
の
で
は
な
く
、
限
定
列
挙
さ
れ
た
一
号
、
二
号
の
各
号
を
外
国
ま
で
拡
大
し
、
か
つ
、

心）

を
つ
け
加
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
回
の
改
正
で
一
号
、
二
号
に
お
い
て
外
国
の
事
由
ま
で
含
め
た
と
し
て
も
、
公
衆
の
利
用
可
能

性
の
あ
る
あ
ら
ゆ
る
場
合
を
含
む
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
、
欧
州
特
許
条
約
で
は
文
書
以
外
の
口
頭
の
表
現
も
技
術
水
準
に
含
む
こ
と
を

明
示
し
、

か
つ
こ
の
場
合
の
審
査
の
た
め
の
指
針
が
詳
し
く
定
め
ら
れ
て
い
る
（
第
三
章
一

3
参
照
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、

は
一
号
に
お
い
て
現
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
ま
で
必
要
と
す
る
厳
格
な
解
釈
論
を
採
用
す
る
余
地
が
あ
る
上
に
、
文
書
以
外
の
場
合
の
審

脊
指
針
は
詳
し
く
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
新
規
性
喪
失
の
日
時
も
厳
密
に
は
一
号
、
二
号
、
三
号
の
ど
の
事
由
に
あ
た
る
か
に

し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
既
述
の
よ
う
に
、
最
判
昭
和
五
五
年
判
決
、
最
判
昭
和
六
一
年
判
決
は
、

行
物
記
載
）

を
「
そ
の
複
写
物
が
公
衆
か
ら
の
要
求
に
応
じ
て
遅
滞
な
く
交
付
さ
れ
る
態
勢
が
整
っ
て
い
る
」
こ
と
で
足
り
る
と
解
釈
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
旧
一
号
（
公
知
）
を
知
ら
れ
う
る
状
態
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
解
釈
す
れ
ば
、

一
年
の
改
正
も
、
欧
州
の
よ
う
に
一
号
、

知
っ
て
い
る
こ
と
ま
で
必
要
と
す
る
厳
格
な
解
釈
は
、

二
九
条
一
項
は
、

泡
沫
サ
イ
ト
に
公
開
さ
れ
た
発
明
ま
で
含
む
か
、

で
は
、
欧
州
と
わ
が
国
で
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
。
こ
れ
は
、

―
二
五

一
号
、
二
号
、
三
号
前
段
は
、
実
質
は

一
般
論
で
あ
る
が
、
旧
三
号
（
刊

一
号
の
厳
格
解
釈
を
前
提
に
別
途
三
号
後
段

ク
ロ
ー
ズ
ド
な
電
子
メ
ー
ル
も
含
む
か
な
ど
、

そ
の
具
体
的
解
釈
は
、
今
後
、
特
許
庁

の
解
釈
・
運
用
に
委
ね
ら
れ
る
。
実
際
、
欧
州
の
基
準
は
一
般
条
項
的
で
あ
り
広
く
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
三
極
特

許
庁
が
共
同
で
サ
ー
チ
す
る
な
ど
特
許
情
報
の
共
同
利
用
の
動
き
が
進
展
し
つ
つ
あ
る
今
日
で
は
、
各
国
で
新
規
性
の
具
体
的
基
準
が
異

面）

な
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
。

わ
が
国
の
平
成
―
一
年
改
正
の
趣
旨
と
も
関
わ
る
。
ま
ず
、

一
号
、
二
号
、
三
号
と
個
々
に
具
体
的
な
規
定
を
置
い
て
い
る
。
現
に
、

わ
が
国

わ
が
国
特
許
法
二
九
条
一
項
一
号
を
現
実
に

一
号
、
二
号
、
三
号
が
具
体
的
な
場
合
を
異
に
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
平
成

二
号
、
三
号
を
例
示
列
挙
し
た
上
で
、
公
衆
に
利
用
可
能
な
場
合
と
い
う
一
般
条
項
を
規
定

わ
が
国
特
許
法

19-3•4-351 (香法 2000)



残
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
異
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
三
号
前
段
と
三
号
後
段
を
日
時
等
も
含
め
て
同
等
に
解
す
る
方
が
、
刊
行
物
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
~

報
は
載
せ
ら
れ
て
い
る
情
報
は
同
じ
で
あ
り
、
媒
体
が
電
子
媒
体
か
紙
で
異
な
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
実
態
に
も
即
す
る
。
公
知
の
事
由

を
刊
行
物
記
載
と
別
個
に
規
定
し
て
い
る
点
で
わ
が
国
と
類
似
の
規
定
を
有
す
る
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
も
（
第
三
章
二

3
)
、
わ
が
国
と

類
似
し
て
い
た
一
九
七
八
年
改
正
前
の
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
（
第
三
章
一

2
m
)
、
公
知
の
概
念
は
実
際
に
知
識
を
え
る
こ
と
ま
で
は
不

要
で
あ
り
、
知
ら
れ
う
る
状
態
で
足
り
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
九
七
八
年
改
正
に
お
い
て
も
文
書
、
実
施
、

他
の
開
示
方
法
を
特
に
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ら
の
上
位
概
念
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
知
識
・
情
報
を
新
規
性
喪
失
事
由
と
し
て
考
慮
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
知
は
、
公
然
知
ら
れ
う
る
状
態
に
あ
れ
ば
足
り
、
現
実
に
知
ら
れ
た
こ
と
ま
で
は
不
要
で
あ
る
と
解
釈
す
べ

(107) 

き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
平
成
―
一
年
改
正
の
趣
旨
も
公
衆
に
利
用
可
能
と
な
っ
た
全
て
の
情
報
を
含
む

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

残
さ
れ
た
問
題

本
章
三
で
み
た
と
お
り
、
平
成
―
一
年
改
正
の
趣
旨
が
不
明
確
な
部
分
が
あ
る
こ
と
を
反
映
し
て
、
改
正
後
も
以
下
の
よ
う
な
問
題
が

ー
．
経
過
規
定
と
し
て
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
―
一
年
五
月
一
四
日
法
律
第
四
一
号
）
附
則
二
条
一
項
で
、
法

律
施
行
（
平
成
―
―
一
年
一
月
一
日
か
ら
）

そ
の

（
世
界
公
知
）

の
際
現
に
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
発
明
の
新
規
性
の
要
件
は
、
従
前
の
例
に
よ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
た
発
明
が
引
用
例
と
し
て
だ
さ
れ
た
裁
判
例
が
旧
法
に
お
い
て
は
存
在
し
な
い
た
め
、

（
瑯
）

解
釈
問
題
と
し
て
残
る
。
そ
こ
で
、
平
成
―
一
年
に
改
正
さ
れ
た
部
分
が
確
認
規
定
か
創
設
規
定
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
経
過
規
定
の

解
釈
上
意
味
が
あ
る
。
そ
し
て
、
改
正
部
分
が
確
認
規
定
か
創
設
規
定
か
を
判
断
す
る
に
は
、
従
来
の
裁
判
例
に
よ
り
従
来
の
解
釈
を
確

―
二
六
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特許法上の新規性喪失事由の機能とその現代的課題（潮海）

の
よ
う
な
場
合
を
さ
す
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
特
許
庁
の
今
後
の
解
釈
・
運
用
に
委
ね
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
商
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
異
な
り
、
原
本
が
な
く
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
の
み
情
報
が
載
っ
て
い
る
場
合
は
ど
う
か
。
ま
た
、

面）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
暗
号
技
術
が
先
行
技
術
に
含
ま
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
争
い
が
あ
る
。

ま
た
、

わ
れ
る
。

「
公
衆
」
の
意
義
が
不
明
確
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
イ
ト
で
公
開
さ
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
思

し
か
し
な
が
ら
、

ク
ロ
ー
ズ
ド
な
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
含
ま
れ
る
の
か
、
さ
ら
に
、
電
子

メ
ー
ル
を
複
数
人
に
送
付
す
れ
ば
足
り
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
特
に
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、
秘
密
保
持
義
務
を
有
す

る
者
に
開
ホ
し
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
と
同
視
し
て
新
規
性
喪
失
事
由
に
あ
た
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
人

2
．
ま
た
、
平
成

あ
る
。 こ

れ
に
対
し
て
、
立
法
の
仕
方
が

従
前
の
も
の
に
つ
い
て

「
刊
行
物
」
と
解
釈
で
き
な
い
。

三
号
に
つ
い
て
、
平
成

定
す
る
必
要
が
あ
る

（
本
章
三
参
照
）
。

一
年
改
正
は
、

―
二
七

一
年
改
正
の
も
と
に
お
い
て
も
、
情
報
を
載
せ

「
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
に
記
載
さ
れ
た
発
明
又
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
公
衆
に
利
用
可

能
と
な
っ
た
発
明
」
と
し
、
頒
布
さ
れ
る
刊
行
物
と
は
別
個
に
、
公
衆
の
利
用
可
能
性
を
規
定
し
て
い
る
た
め
、
公
知
概
念
の
延
長
と
解

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
頒
布
の
前
提
で
あ
る
複
製
や
発
行
を
要
件
と
せ
ず
、
利
用
可
能
性
で
足
り
る
と
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、

「
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
に
記
載
さ
れ
た
発
明
（
ま
た
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
公
衆
に
利
用
可
能

と
な
っ
た
発
明
）
」
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
場
合
は
刊
行
物
の
確
認
規
定
の
よ
う
に
よ
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
過

規
定
に
お
い
て
も
従
前
で
も
「
刊
行
物
」
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
平
成
一

る
媒
体
が
電
子
媒
体
か
紙
で
あ
る
か
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
と
理
解
す
れ
ば
、
従
前
の
も
の
に
つ
い
て
も
「
刊
行
物
」
と
解
釈
す
る
余
地
が

一
年
改
正
に
お
い
て
、
三
号
に
い
う
「
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
公
衆
に
利
用
可
能
と
な
っ
た
」
は
具
体
的
に
ど

19 3.4~353 (香法 2000)



利
用
可
能
と
な
っ
た
日

ロ
グ
等
の
証
拠
が
残
っ
て

異
な
っ
て
よ
い
か
が
問
題
と
な
る
。
平
成
―
一
年
改
正
は
、
欧
州
の
よ
う
に
「
公
衆
へ
の
利
用
可
能
性
」
と
い
う
一
般
条
項
を
設
け
ず
、

ま
で
立
証
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

に
お
い
て
現
実
に
知
ら
れ
た
り
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
は
困
難
な
場
合
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
特
許
庁
の
審
査
・

審
判
、
審
決
取
消
訴
訟
で
は
、
日
時
や
情
報
の
内
容
の
真
正
に
つ
い
て
侵
害
訴
訟
の
場
面
よ
り
厳
格
に
立
証
を
要
求
し
、
証
拠
も
書
証
で

(Ill) 

な
さ
れ
る
こ
と
が
大
部
分
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
三
号
前
段
の
刊
行
物
記
載
の
意
義
は
依
然
と
し
て
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

日
時
な
ど
が
異
な
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

の
立
証
も
、

一
号
、
二
号
、
三
号
前
段
、
三
号
後
段
の
ど
れ
に
あ
た
る
か
で
、
立
証
の
程
度
や
ア
ク
セ
ス
可
能
時
、

ま
た
以
上
の
よ
う
な
解
釈
を
前
提
と
す
れ
ば
、
新
規
性
を
喪
失
し
た
時
点
（
日
時
な
ど
）

一
号
よ
り
三
号
前
段
の
刊
行
物
記
載
の
方
が
容
易
で
あ
り
確
実
で
あ
る
。

新
法
が
旧
法
の
解
釈
の
相
違
を
解
消
し
て
い
な
い
と
す
る
と
、
日
時
に
関
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
よ
う
。
公
知
（
一
号
）

が
現
実
に
知
っ
た
日
か
知
り
う
る
日
で
あ
る
か
が
争
い
が
あ
る
。
刊
行
物
記
載
（
三
号
前
段
）

し
た
日
か
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
等
の
刊
行
物
が
備
え
ら
れ
た
日
で
あ
る
の
か
が
争
い
が
あ
る
。
更
に
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
公
衆
に

（
三
号
後
段
）

に
つ
い
て
は
、
明
細
書
等
の
原
本
を
公
開

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
た
日
と
考
え
ら
れ
る
が
、

今
後
具
体
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、

一
号
、
二
号
を
外
国
に
ま
で
広
げ
た
と
し
て
も
、
外
国

号
を
区
別
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
号
、
二
号
、
三
号
の
区
別
を
維
持
し
つ
つ
、

さ
ら
に
、

．
 

3
 

し
う
る
。

一号、

間
の
通
信
と
公
衆
へ
の
放
送
の
境
界
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
お
り
、

ラ
ン
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
、

メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
を
使
う
と
公
知
で
な
く
な
る
と
い
う
の
は
ア
ン
バ

メ
ー
ル
の
相
手
方
に
情
報
が
拡
大
す
る
機
会
が
生
じ
た
と
い
え
る
以
上
、
新
規
性
喪
失
事
由
に
あ
た
る
と
解

二
号
、
三
号
前
段
・
後
段
の
各
事
由
に
お
い
て
、
必
要
と
さ
れ
る
立
証
の
程
度
や
基
準
日
に
お
け
る
取
扱
い
が

一
号
と
二
号
を
外
国
に
ま
で
広
げ
て
い
る
た
め
、
文
言
上
は
あ
く
ま
で
一
号
、
二
号
、
三

一
号
、
二
号
は
現
実
に
第
三
者
に
知
ら
れ
た
り
、
現
実
に
発
明
が
実
施
す
る
こ
と

そ
う
だ
と
す
る
と
、

―
二
八

19-3•4-354 (香法 2000)
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し
た
が
っ
て
、
立
証
の
程
度
や
日
時
に
つ
い
て
も
一
号
、

あ
た
る
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。

号
後
段
は
、

よ
う
に
、

し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、
実
態
と
し
て
一
号
、

(Ill) 

と
も
と
区
別
が
困
難
で
あ
っ
た
。
他
方
、

一
号
・
ニ
号
と
三
号
前
段
で
区
別
す
る
必
要
性
も
小
さ
い
。
た
と
え
ば
、
平
成
―
一
年
改
正
前

で
は
、
当
該
発
明
前
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
操
業
（
実
施
）

―
二
九

一
号
の
公
知

し
、
外
国
で
公
知
・
公
用
で
あ
る
こ
と
を
認
定
し
え
た
事
案
で
あ
り

な
が
ら
、
当
該
実
施
例
を
紹
介
し
た
雑
誌
記
事
の
頒
布
日
が
本
願
発
明
の
優
先
権
主
張
日
の
後
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
新
規
性
を
失
わ
な
い

(113) 

と
し
た
判
決
例
が
存
在
し
た
。
つ
ま
り
、
欧
州
で
も
米
で
も
特
許
権
が
付
与
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
に
お
い
て
の
み
特
許
権

(114) 

が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
解
釈
論
上
も
一
号
・
ニ
号
と
三
号
前
段
の
区
別
は
不
明
確
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
等
の
判
例
に
よ
り
「
刊
行
物
」
概
念
が
、
申
請
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
複
製
物
を
配
布
で
き
る
態
勢
で
あ
る

こ
と
で
足
り
る
と
し
て
緩
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
刊
行
物
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
で
は
載
せ
ら
れ
て
い
る
情
報
は
同
じ
で
あ
り
、

媒
体
が
電
子
媒
体
か
紙
で
異
な
る
だ
け
と
把
握
す
れ
ば
、
三
号
前
段
と
三
号
後
段
で
取
扱
い
を
異
に
す
る
合
理
的
理
由
も
な
い
。
特
に
三

一
号
に
お
い
て
現
実
に
当
該
発
明
を
知
っ
た
場
合
ま
で
立
証
し
な
く
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
掲
載
さ
れ
公
然
知
ら
れ

(115) 

う
る
状
態
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
れ
ば
足
り
る
と
し
た
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
は
、

に
あ
た
る
か
三
号
後
段
に
あ
た
る
か
不
明
確
で
あ
る
。

い
る
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

た
と
え
ば
、

ロ
グ
ラ
ム
の
コ
ー
ド
を
文
字
の
よ
う
に
と
ら
え
る
と
三
号
に
、

サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
場
合
、
プ

プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
製
品
が
情
報
で
あ
る
と
す
る
と
一
号
ま
た
は
二
号
に

二
号
、
三
号
前
段
・
後
段
を
で
き
る
だ
け
近
づ
け
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
号
、
三
号
の
区
別
は
つ
か
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、

一
号
と
二
号
は
も

19-3•4-355 (香法 2000)



一
三
〇

以
上
で
、
わ
が
国
の
旧
法
に
お
け
る
新
規
性
喪
失
事
由
に
関
す
る
解
釈
論
を
整
理
し
た
後
、
外
国
法
に
お
け
る
議
論
を
検
討
し
、

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
に
関
す
る
旧
法
に
お
け
る
問
題
点
と
、
平
成
―
一
年
改
正
後
の
現
行
法
に
お
け
る
問
題
点
を
指
摘
し
た
。

時
と
し
て
、

二
号
、
三
号
を
書
き
分
け
、

し
か
し
な
が
ら
、
旧
法
に
お
い
て
も
三
号
の
刊
行
物
の
概
念
は
緩
く
解
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
欧
州
各
国
法
も
、

じ
規
定
を
有
す
る
ア
メ
リ
カ
法
も
、
公
知
と
刊
行
物
の
意
義
を
緩
く
解
釈
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

イ
ン

別
個
に
三
号
後
段
を
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
欧
州
各
国
の
規
定
や
、
欧
州
特
許
庁
の
実
務
の
運
用
に
お
い
て
は
、
刊
行
物
と
そ
れ
以
外

わ
が
国
の
旧
法
と
同

わ
が
国
の
改
正
法
の
三
号
後
段
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
技
術
情
報
に
つ
い
て
、
公
衆
に
と
っ
て
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
基
準
を
採
用
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
号
、
二
号
、
三
号
に
つ
い
て
公
衆
に
利
用
可
能
で
あ
る
か
否
か
に
よ
り
判
断
し
、
新
規
性
喪
失
日
時
も
公
衆
に
利
用
可
能
と
な
っ
た
日

(116) 

一
号
、
二
号
、
三
号
に
お
け
る
差
異
を
で
き
る
だ
け
解
消
す
る
方
向
で
解
釈
・
運
用
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
「
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
て
公
衆
に
利
用
可
能
と
な
っ
た
」
と
い
う
文
言
の
意
義
内
容
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
が
新
規
性
喪
失
の
例
外
と
な
る

場
合
に
つ
い
て
も
、
今
後
、
特
許
庁
の
運
用
や
裁
判
例
の
積
み
璽
ね
に
よ
り
具
体
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
1
)

以
下
で
は
、
条
数
の
み
の
場
合
は
わ
が
国
の
特
許
法
を
さ
す
。
ま
た
、
平
成
―
一
年
改
正
前
の
昭
和
三
四
年
法
（
法
律
第
―
ニ
―
号
）
（
旧
法
）
二
九
条

一
項
に
お
け
る
各
号
数
を
特
に
さ
す
場
合
に
は
、
旧
一
号
、
旧
二
号
、
旧
三
号
と
表
記
す
る
。
平
成
―
一
年
改
正
（
法
律
第
四
一
号
）
後
を
含
め
て
一
般
に

の
新
規
性
喪
失
事
由
で
取
り
扱
い
を
分
け
て
い
る
。

旧
法
に
お
け
る
解
釈
論
で
は
、

一
号
を
厳
格
に
解
釈
す
る
も
の
が
あ
り
、
改
正
法
も
、

一号、

終

章

結

語

一
号
と
は
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(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(
9
)
 

(10) 

(
8
)
 

(
[
9
)
 

(
6
)
 

(
5
)
 

(
4
)
 

(
3
)
 

(
2
)
 

一
号
、
二
号
、
三
号
と
表
記
す
る
。
な
お
、
実
用
新
案
法
三
条
一
項
、
意
匠
法
三
条
一
項
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

光
石
士
郎
•
特
許
法
詳
説
(
-
九
七
六
年
）
一
四
二
頁
、
紋
谷
暢
男
編
・
注
釈
特
許
法
(
-
九
八
六
年
）
七
四
頁
。

中
山
信
弘
・
工
業
所
有
権
法
上
（
一
九
九
八
年
）
―
ニ
―
頁
。
内
田
護
文
・
兼
子
一
ほ
か
•
特
許
法
セ
ミ
ナ
ー
(
1
)（
一
九
六
九
年
）
二
七
五
頁
〔
原

発
言
〕
。
な
お
、
二
号
の
公
用
と
一
号
の
公
知
は
区
別
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
中
山
前
掲
書
―
―
一
三
頁
。
も
っ
と
も
、
こ
の
争
い
は
意
匠
の
事
例
を

念
頭
に
お
い
て
い
る
。

豊
崎
光
衛
・
工
業
所
有
権
法
(
-
九
八

0
年
）
一
五
七
頁
、
吉
藤
幸
朔
・
熊
谷
健
一
補
訂
特
許
法
概
説
〔
第
一
―
―
一
版
〕
七
八
頁
。
東
京
高
判
昭
和
五
四
年

四
月
二
三
日
無
体
裁
集
―
一
巻
一
号
二
八
一
頁
〔
サ
ン
ド
ペ
ー
パ
ー
事
件
〕
。

中
山
・
前
掲
書
注

(
3
)

―
二
三
頁
。

中
山
・
前
掲
書
注

(
3
)
五
一
頁
。
も
っ
と
も
こ
の
外
国
企
業
に
よ
る
わ
が
国
の
国
内
産
業
へ
の
圧
迫
は
偶
然
的
な
も
の
で
、
逆
に
日
本
企
業
が
特
許
を

取
得
す
れ
ば
日
本
企
業
が
優
位
に
た
っ
た
め
、
国
内
公
知
が
一
概
に
ど
の
よ
う
な
効
果
が
生
じ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
中
山
・
前
掲
書
注

(
3
)
―
二

0
頁。

中
山
・
前
掲
書
注

(
3
)
五
一
頁
。
豊
崎
・
前
掲
書
注

(
4
)

一
五
七
頁
。

豊
崎
・
前
掲
書
注
（

4
）
一
五
七
頁
。
特
に
、
外
国
に
比
べ
て
立
ち
後
れ
て
い
る
国
内
産
業
で
は
、
外
国
に
お
い
て
の
み
公
知
・
公
用
の
場
合
が
あ
り
、

基
礎
的
な
発
明
に
つ
い
て
外
国
企
業
に
特
許
権
を
取
得
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
危
惧
し
て
い
た
。

豊
崎
・
前
掲
書
注

(
4
）
一
五
七
頁
。

以
上
、
詳
し
く
は
、
織
田
季
明
・
石
川
義
雄
・
増
訂
新
特
許
法
詳
解
（
一
九
六
八
年
）
九
三
ー
九
五
頁
参
照
。

工
業
所
有
権
審
議
会
企
画
小
委
員
報
告
書
（
平
成
一

0
年
―
一
月
）
。

中
山
・
前
掲
書
注

(
3
)

―
二
四
頁
。

中
山
・
前
掲
書
注

(
3
)

―
二
四
頁
。
吉
藤
・
熊
谷
・
前
掲
書
注

(
4
)
八

0
1
八
一
頁
。

青
木
康
・
荒
垣
恒
輝
•
新
版
特
許
手
続
法
(
-
九
八
一
年
）
一
八
六
頁
。

玉
井
克
哉
・
判
批
法
協
一

0
五
巻
三
号
三
八
六
頁
。

特
許
法
上
の
新
規
性
喪
失
事
由
が
争
わ
れ
る
の
は
、
主
に
、
特
許
庁
が
特
許
出
願
を
拒
絶
す
る
場
合
と
、
無
効
審
判
請
求
で
第
三
者
が
主
張
す
る
場
合
で

あ
る
。
但
し
、
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
原
告
の
発
明
が
刊
行
物
に
記
載
さ
れ
た
発
明
に
該
当
す
る
場
合
に
実
施
例
に
限
定
し
非
侵
害
の
結
論
を
導
い
た
も
の
と

し
て
、
大
阪
地
判
昭
和
六
一
年
六
月
一
七
日
判
時
―
二

0
六
号
一
〇
六
頁
〔
観
音
開
き
式
扉
保
持
装
置
事
件
〕
が
あ
る
。
こ
の
判
例
で
は
、
明
細
書
全
文
を

は
ヽ

~ 
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撮
影
し
た
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
特
許
庁
資
料
館
に
備
え
付
け
ら
れ
て
公
衆
が
閲
覧
、
複
写
し
て
内
容
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
の
場
合
に
刊
行
物
に

あ
た
る
と
し
た
。

~ 

(17)

東
京
高
判
昭
和
五
―
―
―
年
一

0
月
三

0
日
無
体
裁
集
―

0
巻
二
号
四
九
九
頁
〔
ベ
ル
ギ
ー
特
許
明
細
書
原
本
判
決
〕
は
、
公
開
さ
れ
た
ベ
ル
ギ
ー
特
許
明
細

書
（
原
本
）
は
、
そ
の
写
し
が
他
に
頒
布
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
原
本
そ
の
も
の
は
ベ
ル
ギ
ー
特
許
庁
に
終
始
備
え
置
か
れ
る
も
の
で
頒
布
さ
れ
る
性

質
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
「
刊
行
物
」
に
あ
た
ら
な
い
と
し
た
。
但
し
、
一
通
の
複
写
物
で
も
刊
行
物
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
。
東
京
高
判
昭
和
五
八
年
七

月
ニ
―
日
無
体
裁
集
一
五
巻
二
号
五
九
八
頁
〔
第
一
次
箱
尺
事
件
〕
も
、
原
本
が
公
開
さ
れ
、
請
求
に
よ
り
引
用
例
の
発
明
を
記
載
し
た
明
細
書
原
本
の
複

写
物
の
交
付
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
は
、
明
細
書
原
本
が
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
に
な
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
し
た
。

(18)

前
掲
東
京
高
判
昭
和
五
八
年
判
決
〔
第
一
次
箱
尺
事
件
〕
は
、
最
判
昭
和
六
一
年
判
決
〔
第
二
次
箱
尺
事
件
上
告
審
〕
と
同
じ
発
明
に
関
す
る
事
案
で
あ

る
が
、
明
細
書
原
本
自
体
は
刊
行
物
に
あ
た
ら
な
い
と
判
示
し
て
い
た
。

(
1
9
)玉
井
・
判
批
前
掲
注
(
1
5
)
、
増
井
和
夫
•
田
村
善
之
•
特
許
判
例
ガ
イ
ド
(
-
九
九
五
年
）
二
四
頁
。

(20)

東
京
高
判
昭
和
六

0
年
一

0
月
二
三
日
無
体
裁
判
集
一
七
巻
―
―
―
号
五

0
六
頁
〔
第
二
次
箱
尺
事
件
第
二
審
〕
。

(21)

も
っ
と
も
、
現
実
に
複
製
物
が
交
付
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
が
、
東
京
高
判
平
成
五
年
七
月
二
九
日
知
的
裁
集
二
五
巻
二
号
四
三
九
頁
〔
ク
ロ
ス
論
文
事
件
〕

は
、
原
本
自
体
が
公
衆
に
対
し
て
頒
布
に
よ
り
公
開
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
複
製
さ
れ
た
も
の
が
公
衆
に
対
し
て
頒
布
に
よ

り
公
開
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
れ
ば
足
り
る
と
し
て
い
る
。

(
2
2
)中
山
信
弘
•
特
許
判
例
百
選
（
二
版
）
五
一
頁
。

(23)

中
山
・
判
批
前
掲
注

(22)
五
一
頁
。
つ
ま
り
、
実
際
の
刊
行
物
の
成
立
と
刊
行
物
が
頒
布
さ
れ
た
日
は
別
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

(24)

豊
崎
光
衛
・
中
山
信
弘
監
修
・
ラ
ダ
ス
国
際
工
業
所
有
権
法
第
一
巻
(
-
九
八

0
年
）
二
五
六
ー
ニ
六
二
頁
参
照
。

R
・
ジ
ン
ガ
ー
著
・
桑
田
三
郎
訳
・

新
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
特
許
体
系
(
-
九
八

0
年
）
三
ニ
ー
三
三
頁
参
照
。

(25)

一
九
七
三
年
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
調
印
さ
れ
、
一
九
七
七
年
に
発
効
し
て
い
る
。

(26)

一
九
七

0
年
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
調
印
さ
れ
、
一
九
七
八
年
に
発
効
し
て
い
る
。

(27) 

W.R. Co
r
n
i
s
h
,
 
Intellectual 
P
r
o
p
e
r
t
y
:
 
p
a
t
e
n
t
s
,
 
c
o
p
y
r
i
g
h
t
,
 
t
r
a
d
e
 m
a
r
k
s
 a
n
d
 allied rights, 
4
t
h
 ed., 
S
w
e
e
t
 &
 M
a
x
w
e
l
l
 1999, 

p
a
r
a
 3-04, 
3-05, 
5ー

11.
(
N
5
r
‘
C
o
r
n
i
s
h
,
 
I
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
 P
r
o
p
e
r
t
y
と
ー
）
て

51田
州
す
る
）
。
た
と
え
ば
、
一
九
四
九
年
法
(
P
a
t
e
n
t
A
c
t
 1949(c.87)) 

の
七
条
二
項
、
三
二
条
一
項
い
、
一
〇
一
条
一
項
の
＾
せ
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
"
を
参
照
。
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オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
特
許
出
願
書
類
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
と
ジ
ア
ゾ
コ
ピ
ー
が
作
成
・
公
開
さ
れ
、
請
求
に
よ
り
コ
ピ
ー
が
販
売
さ
れ
て
い
た
事
案
。

も
っ
と
も
、
旧
一
号
と
旧
三
号
で
新
規
性
喪
失
と
い
う
効
果
に
違
い
は
な
い
た
め
、
日
時
の
主
張
・
立
証
の
程
度
を
除
い
て
、
両
者
を
特
に
区
別
し
て
検

討
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(78)

こ
こ
で
い
う
日
本
国
外
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報
は
、
当
該
情
報
が
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
た
サ
ー
バ
ー
が
外
国
に
あ
る
場
合
を
さ
す
。

(79)

た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
特
許
商
標
庁
(
U
S
P
T
O
)
と
欧
州
特
許
庁
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
技
術
を
公
開
し
て
い
る
場
合
、
三
号
の
「
刊
行
物
」
に
日
本
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
特
許
公
報
を
含
む
な
ら
、
外
国
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
報
も
考
慮
に
い
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(80)

工
業
所
有
権
審
議
会
に
お
け
る
「
特
許
法
等
の
改
正
に
関
す
る
答
申
」
（
平
成
一

0
年
―
二
月
一
四
日
）
参
照
。

(
8
1
)竹
田
和
彦
•
特
許
の
知
識
（
第
六
版
）
（
一
九
九
九
年
）
―
二
七
頁
、
内
田
・
兼
子
ほ
か
前
掲
書
注

(
3
)二
五
九
頁
〔
吉
藤
発
言
〕
、
特
許
・
実
用
新
案

審
査
基
準
1.5.2
。
な
お
、
特
許
庁
総
務
部
総
務
課
・
工
業
所
有
権
制
度
改
正
審
議
室
編
・
平
成
―
一
年
改
正
・
工
業
所
有
権
法
の
解
説
（
発
明
協
会
）
九
四

頁
参
照
。

(82)

工
業
所
有
権
審
議
会
企
画
小
委
員
会
報
告
書
（
平
成
一

0
年
―
一
月
）
六
六
頁
以
下
参
照
。
も
っ
と
も
、
平
成
―
一
年
改
正
で
は
法
律
を
改
正
せ
ず
、
先

行
技
術
と
し
て
引
用
す
る
か
に
つ
い
て
は
運
用
指
針
に
よ
り
対
応
す
る
よ
う
で
あ
る
。
第
五
章
二
参
照
。

(83)

中
山
信
弘
・
判
批
判
例
時
報
九
九
八
号
一
七
四
頁
。

(84)

中
山
・
前
掲
書
注

(
3
)

―
二
五
頁
。

(85)

な
お
、
原
本
が
閲
覧
可
能
だ
が
複
写
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
刊
行
物
に
あ
た
ら
な
い
。
増
井
・
田
村
・
前
掲
書
注

(19)

(86)

玉
井
・
判
批
前
掲
注

(15)
三
八
三
ー
三
八
四
頁
。

(76) 

(77) 

(75) 

(74) 1
3
2
1
 `
 
1
3
2
9
-
3
2
 (Cl. C
t
.
1
9
9
0
)
.
 

ま
た
、

B
a
r
o
n
v. B
a
u
s
c
h
 &
 L
o
m
b
 I
n
c
:
 
2
5
 U
.
 2
S
.
 2
P
.
 2
Q
・
2
d
 1
6
4
1
,
 
1
6
6
2
 
(W• 

D
.
 N• 

Y. 1
9
9
2
)
は
、
口
萌
-
や
手
書
き
の
連
絡
で
は
[p
r
i
n
t
e
d
'
 

に
あ
た
ら
な
い
と
判
示
し
た
。
な
お
、
刊
行
物
と
い
え
る
た
め
に
は
、
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る
こ
と
以
前
に
、
当
該
技
術
に
つ
い
て
通
常
程
度
熟
達
し
た
者

が
当
該
発
明
を
実
施
可
能
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

P
P
G
I
n
d
u
s
.
,
 
Inc. 
v• 

G
u
r
d
i
a
n
 I
n
d
u
s
.
 C
o
r
p
.
,
 
7
5
 
F
.
3
d
 1
5
5
8
,
 
1
5
6
6
,
 
3
7
 U
.
S
.
 P. Q
.
 2
d
 

1
6
1
8
,
 
1
6
2
4
(
F
e
d
.
 Cir.1996). 

R
C
A
 

1989). 

C
o
r
p
.
 
v• 

D
a
t
a
 
G
e
n
.
 C
o
r
p
.
,
 
7
0
1
 
F
.
 S
u
p
p
.
4
5
6
,
 
4
6
7
-
6
8
 (
D
.
 D
e
l
.
1
9
8
8
)
 ;
 D
e
 G
r
a
f
f
e
n
r
i
e
d
 
v. U
n
i
t
e
d
 
S
t
a
t
e
s
,
 
1
6
 
U
.
 S. P. Q
.
 2
d
 

二
五
頁
。

一
三
六
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(100) 

(99) 

(92) 

(93) 

(94) 

(95) 

(96) 

(97) 

(98) 

(91) 

(89) 

(90) 

(88) 

(87) 

中
山
・
判
批
前
掲
注

(22)
五

0
頁。

し
か
も
、
技
術
の
制
約
に
よ
り
書
式
に
よ
っ
て
は
端
末
で
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
が
、
対
比
し
て
そ
れ
を
み
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
わ

か
り
に
く
い
場
合
が
あ
る
た
め
刊
行
物
と
い
い
に
く
い
場
合
が
あ
る
。
紙
媒
体
の
書
籍
も
改
変
の
お
そ
れ
が
あ
る
点
で
は
同
じ
と
も
い
い
う

吉
藤
・
前
掲
書
注

(
4
)

八
四
頁
。

工
業
所
有
権
審
議
会
企
画
小
委
員
会
報
告
書
（
平
成
一

0
年
一

ら
れ
る
。

る。

も
っ
と
も
、

一
月
）
六
六
頁
以
下
参
照
。
技
術
的
に
は
電
子
署
名
や
P
D
F
フ
ァ
イ
ル
ヘ
の
変
換
が
考
え

但
し
、
商
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
学
術
団
体
の
サ
イ
ト
、
出
版
社
の
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
情
報
は
、
サ
イ
ト
の
信
頼
性
が
高
く
、
情
報
掲
載
の
日
時

が
明
記
さ
れ
、
日
時
の
証
拠
能
力
も
高
い
と
さ
れ
て
い
る
。
工
業
所
有
権
審
議
会
に
お
け
る
「
特
許
法
等
の
改
正
に
関
す
る
答
申
」
（
平
成
一

0
年
―
二
月

一
四
日
）
参
照
。

Trilateral 
P
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j
e
c
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C
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e
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o
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R
e
q
u
e
s
t
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o
m
m
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n
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o
p
o
s
e
d
 F
e
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a
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g
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e
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T
h
e
 final 
Internet u
s
a
g
e
 p
o
l
i
c
y
 F
e
d
e
r
a
l
 
R
e
g
i
s
t
e
r
 vol. 64, 
N
o
.
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4
F
R
3
3
0
5
6
.
 

I
 Pa
t
e
n
t
 Internet U
s
a
g
e
 Policy, 
Ariticle 9. 

I
 Pa
t
e
n
t
 Internet U
s
a
g
e
 Policy, 
Ariticle 
11, 
P
a
r
a
g
r
a
p
h
 B
.
 

つ
ま
り
、
従
来
の
判
例
は
、
閲
覧
に
は
複
写
（
発
行
）
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。

つ
ま
り
、
「
発
行
」
な
し
に
「
閲
覧
」
で
き
て
し
ま
う
点
が
問
題
と
な
る
。
但
し
、
特
許
庁
内
で
の
公
報
デ
ー
タ
の
か
い
ざ
ん
防
止
の
た
め
に
原
本
の
バ

ッ
ク
ア
ッ
プ
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
は
あ
り
う
る
。

な
お
、
三

0
条
一
項
は
以
下
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。
「
特
許
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
試
験
を
行
い
、
刊
行
物
に
発
表
し
、
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
て
発
表
し
、
又
は
特
許
庁
長
官
が
指
定
す
る
学
術
団
体
が
開
催
す
る
研
究
集
会
に
お
い
て
文
書
を
も
っ
て
発
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
二
十
九
条
第

一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
発
明
は
、
そ
の
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ
の
者
が
し
た
特
許
出
願
に
係
る
発
明
に
つ
い
て
の
同

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
」
（
傍
線
部
が
改
正
部
分
）

中
山
・
前
掲
書
注

(
3
)

―
二
五
頁
。

一
三
七

19-3•4-363 (香法 2000)



(110) 

(105)

な
お
、
工
業
所
有
権
審
議
会
企
画
小
委
員
会
報
告
書
（
平
成
一

0
年
一

(106)

吉
藤
・
前
掲
書
注

(
4
)
四
四
頁
。

函
）
後
掲
注

(115)
参
照
。

(107)

工
業
所
有
権
審
議
会
企
画
小
委
員
会
報
告
書
（
平
成
一

0
年
―
一
月
二
六
日
）
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、

確
認
規
定
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
田
村
善
之
・
知
的
財
産
法
(
-
九
九
九
年
）
一
六
四
頁
参
照
。

(108)

相
澤
英
孝
・
電
子
マ
ネ
ー
と
特
許
法
三
五
頁
注
六

0
。

(
1
0
9
)
相
澤
•
前
掲
書
注
(
1
0
8
)
―
二
0
頁
。
確
か
に
、
技
術
の
中
身
が
解
析
に
よ
り
わ
か
ら
な
く
て
も
（
暗
号
等
）
用
い
ら
れ
て
い
れ
ば
、
一
号
に
は
あ
た
ら

な
く
て
も
一
一
号
に
あ
た
る
場
合
も
あ
ろ
う

(
A
T
M
の
中
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
）
。
し
か
し
、
暗
号
技
術
自
体
に
つ
い
て
は
秘
密
に
し
て
い
る
に
等
し
い
と
考

え
る
と
、
欧
州
の
基
準
で
は
公
衆
に
利
用
可
能
と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

Guidelines
for e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 in the E
u
r
o
p
e
a
n
 P
a
t
e
n
t
 Office 

(104) 

(103) 

(101) 

(102) 

吉
藤
・
前
掲
書
注

(
4
)
八
二
、
八
三
頁
。

前
掲
束
京
高
判
平
成
五
年
七
月
二
九
日
判
決
〔
ク
ロ
ス
論
文
事
件
〕
。
東
京
高
判
平
成
五
年
―
一
月
一
七
日
判
例
工
業
所
有
権
法
五
三
七
の
二
六
頁
。

こ
の
運
用
指
針
は
、
平
成
―
二
年
一
月
一
日
以
降
の
出
願
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
（
平
成
―
一
年
法
律
第
四
一
号
附
則
第
一
条
、
第
二
条
）
。

な
お
、
問
い
合
わ
せ
先
が
判
明
し
て
い
れ
ば
改
変
の
有
無
を
照
会
し
疑
義
を
解
消
で
き
れ
ば
引
用
し
、
問
い
合
わ
せ
先
が
不
明
で
あ
れ
ば
引
用
し
な
い
。

ま
た
、
出
願
人
か
ら
の
反
論
は
、
証
拠
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
な
い
限
り
採
用
さ
れ
な
い
。
審
査
官
の
心
証
が
真
偽
不
明
と
な
っ
た
場
合
は
先
行
技
術
と
し
て

引
用
し
な
い
。

D
ーく
3
.
1
.
3
.
2
.

一月）

六
六
頁
以
下
参
照
。

三
号
前
段
の
刊
行
物
記
載
は
一
号
の
公
知
の

相
澤
・
前
掲
書
注

(108)
三
四
頁
注
六

0
参
照
。
な
お
、
平
成
―
一
年
改
正
・
工
業
所
有
権
法
の
解
説
・
前
掲
書
注

(81)
九
三
ー
九
四
頁
は
、
個
人
間

の
私
信
メ
ー
ル
や
守
秘
義
務
を
負
っ
た
者
の
み
へ
の
送
信
、
リ
ン
ク
等
が
全
く
さ
れ
て
い
な
い
サ
イ
ト
を
除
く
と
し
て
い
る
。

(111)

竹
田
稔
編
・
特
許
審
決
等
取
消
訴
訟
の
実
務
(
-
九
八
八
年
）
一
四
三
頁
参
照
。
特
に
、
特
許
庁
の
審
査
段
階
で
は
三
号
の
刊
行
物
の
引
用
が
大
部
分
で

あ
ろ
う
。
内
田
ほ
か
前
掲
書
注

(
3
)
二
七

0
頁。

(112)

中
山
・
前
掲
書
注

(
3
)

―
二
三
頁
。

(113)

東
京
高
判
平
成
四
年
―
二
月
九
日
判
例
工
業
所
有
権
法
（
第
二
期
版
）
五
六
三
頁
。

(114)

熊
倉
禎
男
「
公
知
発
明
お
よ
び
公
用
発
明
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
知
的
財
産
法
と
現
代
社
会
・
牧
野
利
秋
判
事
退
官
記
念
（
一
九
九
九
年
・
信
山
社
）
五

一
三
八
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九
七
頁
。

(115)

平
成
―
一
年
改
正
・
工
業
所
有
権
法
の
解
説
・
前
掲
書
注

(81)
九
三
頁
。

(116)

し
た
が
っ
て
、
審
決
の
基
礎
と
な
る
事
実
が
同
一
で
あ
れ
ば
、
原
審
決
と
適
用
す
る
号
数
を
差
し
替
え
て
裁
判
所
が
判
断
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

染
野
義
信
・
判
批
特
許
判
例
百
選
（
第
二
版
・
一
九
八
五
年
）
四
九
頁
参
照
。

一
三
九

19-3•4-365 (香法 2000)


